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ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について (2) 

問
題
の
提
起

人
命
を
尊
重
す
る
こ
と
は
、
人
権
に
つ
い
て
の
議
論
の
出
発
点
で
あ
る
。

生
命
権
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
を
含
む
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の
国

(1) 

際
文
書
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
き
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
冒
頭
に

お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
第
二
条
に
お
い
て
保
障
さ
れ
た
権
利
は
、
生
命
権

(
2
)
 

で
あ
り
、
最
も
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
。
こ
の
権
利
の
基
本
的
な
性
格
は
、

第
二
条
が
戦
時
ま
た
は
そ
の
他
の
公
の
緊
急
事
態
の
場
合
に
も
離
脱
さ
れ

え
な
い
条
文
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

(
3
)
 

ヲ
匂
。

し
か
し
な
が
ら
、
生
命
権
を
保
護
す
る
た
め
の
国
の
義
務
に
つ
い
て
は
、

必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
狭
義
で
は
、
生
命
権
は
、
と
り
わ
け
殺
人

が
違
法
で
あ
り
処
罰
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
音
叫
味

し
て
お
り
、
そ
の
義
務
の
範
囲
は
、
殺
人
を
禁
じ
る
と
い
う
こ
と
で
し
か

な
い
。
し
か
し
、
生
命
権
が
そ
れ
だ
け
し
か
意
味
し
な
い
と
解
す
る
こ
と

は
、
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
文
言
を
考
慮
し
て
お
ら
ず
、

し
か
も
生
命
権
の
保
護
範
囲
が
あ
ま
り
に
限
定
的
で
あ
る
。
今
日
で
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
は
、
い
く
つ
か
の
例
外
的
な
場
合
を
除
い

て
、
法
律
を
も
っ
て
生
命
権
を
保
護
す
る
積
極
的
義
務
と
、
生
命
を
奪
わ

な
い
消
極
的
義
務
を
国
に
課
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
方
で
は
、
生
命

は
そ
の
他
の
権
利
を
享
受
す
る
条
件
で
あ
る
が
、
他
方
で
は
、
人
聞
は
結

局
は
死
ぬ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
か
な
る
法
律
も
人
命
を
完
全
に
保
護
す

(
4
)
 

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ

(5) 

ス
テ
ム
は
、
こ
の
生
命
権
保
護
の
限
界
に
つ
い
て
の
常
識
に
何
を
加
え
て

き
た
の
か
、
ま
た
は
加
え
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

第
二
条
と
そ
れ
が
機
能
す
る
文
脈
は
、
一
見
簡
単
に
見
え
る
問
題
が
、
実

は
、
種
々
の
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
本
章
は
、
第
二
条
の
生
命
権
に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条

約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
行
わ
れ
て
き
た
解
釈
・
適
用
を
考
察
す

る
も
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
に
お
い

て
生
命
権
が
問
題
と
な
っ
た
事
例
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
い
が
、
一
九
九

五
年
九
月
二
七
日
に
は
、
玄
円

S
F
明
言
色
白
邑

E
S明
白
〈
・

g
-
5
b
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百
昌
弘
。
ョ
事
件
に
つ
い
て
、
人
権
裁
判
所
が
、
初
め
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

(

6

)

(

7

)

 

権
条
約
第
二
条
違
反
の
判
決
を
し
た
。
ま
た
、
。
右
吉
田
〈

E
再
々
事
件

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
違
反
が
人
権
委
員
会
に
よ
っ
て
認
め

ら
れ
た
も
う
一
つ
の
事
例
で
あ
り
、
こ
の
事
件
に
お
い
て
は
、
そ
の
後
に

再
度
閣
僚
委
員
会
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
違
反
が
判
断

(8) 

さ
れ
た
。生

命
権
の
解
釈
・
適
用
を
行
、
っ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
は
、
第
一
項
と
第
二
項
に
よ
り
生
命
権

お
よ
び
生
命
権
保
護
の
例
外
を
明
記
し
て
い
る
。
第
一
項
は
こ
の
権
利
が

法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
と
定
め
る
一
方
、
死
刑
制
度
も
一
定
の
条
件

の
も
と
で
容
認
し
て
い
る
。
第
二
項
は
合
法
的
に
生
命
を
奪
う
こ
と
を
認

め
る
三
つ
の
場
合
を
規
定
し
て
い
る
。

本
稿
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
生
命
権
条
項
の
制
定
過
程

お
よ
び
有
権
的
解
釈
・
適
用
に
つ
い
て
の
考
察
に
重
点
を
置
く
が
、
そ
の

有
権
的
解
釈
を
形
成
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム

に
つ
い
て
こ
こ
で
概
観
し
て
お
く
。
た
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の

人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
既
に
多
く
の
研
究
業
績
が
蓄
積
さ
れ
て

(9) 

い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
ご
く
簡
単
に
そ
の
シ
ス
テ
ム
を
紹
介
す
る
に
と

ど
め
る
。

北法49(4・192)960

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
締
約
国
に
こ
の
条
約
の
基
本
的
な
権
利
お
よ

(
叩
)

び
自
由
の
遵
守
を
確
保
さ
せ
る
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
九

(
日
)

条
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
(
以
下
、
「
人
権
委
員
会
」
と
略
称
)

(ロ)

お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
(
以
下
、
「
人
権
裁
判
所
」
と
略
称
)

と
い
う
二
つ
の
機
関
を
設
置
す
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
実
施
を
監
視
す
る
た
め
に
こ
の
二
つ
の
機
関
だ
け
で

は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
の
閑
僚
委
員
会
(
以
下
、
「
閣
僚
委
員
会
」

(
日
)

と
略
称
)
も
一
定
の
役
割
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
閣
僚
委
員
会
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
九
条
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
審
議
会
規
程
に
基
づ
い
て
設
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
一
議
定
書
は
、
現
行
の
人
権
委
員
会
と
人
権
裁
判

所
の
廃
止
、
お
よ
び
単
一
の
新
し
い
裁
判
所
を
設
置
す
る
こ
と
を
定
め
て

い
る
。
一
九
九
八
年
五
月
五
日
現
在
、
第
一
一
議
定
書
は
、
す
で
に
ア
ル

パ
ニ
ア
を
は
じ
め
、
四

0
カ
国
に
よ
っ
て
批
准
さ
れ
て
い
る
。
閣
僚
委
員

会
の
権
限
は
、
一
九
九
八
年
一
一
月
一
日
に
第
一
一
議
定
書
の
発
効
に
伴

ぃ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
五
四
条
に
規
定
さ
れ
た
権
限
(
判
決
執
行

の
監
視
)
に
限
定
さ
れ
、
そ
の
第
三
二
条
に
定
め
ら
れ
た
権
限
(
閣
僚
委

員
会
の
決
定
)
は
廃
止
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。



ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について (2) 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
申
立
手
続

こ
の
よ
う
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
、

本
稿
で
取
り
扱
う
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
生
命
権
に
関
わ
る

事
件
が
判
断
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
事
件
は
、
個
人
(
た
と
え
ば
、
冨

a・

4

そ
〈
口
口
町
四
品
目
諸
島
。

5・
的
。
包
括
〈
ロ
ロ
仲
間
白
色
囲
内

5
1。
B
な
ど
て
非
政
府

団
体
(
た
と
え
ば
、
〉
回
開
。

g
z
g×〈・
5
長
色
白

=mE戸
〉
回
開
。
n
S
E
E
Mハ

〈
-m
三月
N
R
E
邑
な
ど
)
ま
た
は
国
(
た
と
え
ば
、
門
U

弓
2
2
4
E央
3
・
Z'

Z
E
〈
-
c
=
x
a
E
=
1
0
5
な
ど
)
に
よ
っ
て
申
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
申
立
の
主
体
が
人
権
委
員
会
お
よ
び

人
権
裁
判
所
に
対
し
て
申
立
を
行
う
手
続
に
つ
い
て
、
概
観
し
て
お
く
。

(a)

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
い
て
は
、
白
'
立
権
を
有
す
る
締
約

(M) 

国
(
条
約
第
二
四
条
)
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
条
約
に
定
め
ら
れ
て
い
る

権
利
が
締
約
国
の
一
つ
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
自
然
人
、
非

政
府
団
体
ま
た
は
個
人
の
集
団
も
申
立
権
を
有
す
る
(
条
約
第
二
五
条
)
。

し
か
し
な
が
ら
、
個
人
の
申
立
権
に
つ
い
て
の
規
定
は
選
択
条
項
と
な
っ

て
お
り
、
当
事
国
が
事
前
に
そ
の
権
利
を
承
認
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で

(
日
)

あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
人
権
委
員
会
へ
の
個
人
の
申
立
お
よ
び
人
権

裁
判
所
へ
の
締
約
国
の
申
立
に
関
す
る
裁
判
管
轄
権
に
つ
い
て
、
す
べ
て

(
凶
)

の
締
約
国
が
、
そ
の
両
者
の
義
務
的
裁
判
管
轄
権
を
既
に
承
認
し
て
い
る
。

申
立
権
に
基
づ
く
申
立
手
続
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

b 

す
な
わ
ち
、
人
権
委
員
会
は
、
締
約
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
節

に
お
け
る
権
利
お
よ
び
自
由
に
関
す
る
諸
規
定
ま
た
は
第
一
、
第
四
、
第

六
、
第
七
議
定
書
に
つ
い
て
違
反
し
て
い
る
と
主
張
さ
れ
た
場
合
、
ま
ず
、

国
内
の
救
済
措
置
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
。
国
内
の

救
済
措
置
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
そ
の
違
反
に
つ
い
て
の
申
立
は
、

国
内
の
救
済
措
置
を
尽
く
し
た
う
え
で
、
再
び
適
切
に
提
出
さ
れ
な
け
れ

な
ら
な
い
。
囲
内
の
救
済
措
置
が
尽
く
さ
れ
て
い
た
場
合
、
人
権
委
員
会

は
、
そ
の
申
立
が
国
内
の
最
後
の
救
済
措
置
が
尽
く
さ
れ
て
か
ら
六
カ
月

以
内
に
作
成
さ
れ
た
か
ど
う
か
を
審
査
す
る
。
こ
の
期
間
内
に
作
成
さ
れ

て
い
な
い
場
合
、
申
立
は
受
理
で
き
な
い
旨
の
宣
言
が
な
さ
れ
る
。
期
間

内
に
申
立
が
作
成
さ
れ
て
い
た
場
合
、
人
権
委
員
会
は
、
申
立
人
が
そ
の

違
反
の
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
な
被
害
者
で
あ
る
か
を
審
査
す
る
。
間
接

的
な
被
害
者
で
あ
る
場
合
、
受
理
で
き
な
い
旨
の
宣
言
が
な
さ
れ
る
。
直

接
的
な
被
害
者
で
あ
る
場
合
、
人
権
委
員
会
は
、
そ
の
申
立
の
受
理
の
許

容
性
に
つ
い
て
予
備
的
な
認
定
に
至
る
。
そ
し
て
、
人
権
委
員
会
は
、
申

立
の
本
案
を
審
査
す
る
。
そ
の
後
、
人
権
委
員
会
は
、
友
好
的
な
解
決
を

申
立
人
と
申
立
て
ら
れ
た
締
約
国
に
求
め
る
。
友
好
的
な
解
決
に
成
功
し

た
場
合
、
人
権
委
員
会
は
、
報
告
書
を
準
備
し
、
事
件
を
リ
ス
ト
か
ら
削

除
す
る
。
成
功
し
な
か
っ
た
場
合
、
人
権
委
員
会
は
、
申
立
に
つ
い
て
人

権
委
員
会
の
見
解
を
含
む
最
終
的
な
報
告
書
を
準
備
す
る
。
こ
の
際
に
、

北法49(4・193)961
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人
権
委
員
会
は
、
申
立
が
受
理
で
き
る
か
ど
う
か
を
改
め
て
審
査
す
る
。

受
理
で
き
な
い
場
合
に
は
、
受
理
で
き
な
い
と
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る
。

受
理
で
き
る
場
合
、
人
権
委
員
会
の
報
告
書
は
、
閣
僚
委
員
会
に
送
付
さ

れ
る
。
閣
僚
委
員
会
が
事
件
を
人
権
裁
判
所
に
送
付
し
な
い
こ
と
を
決
定

し
た
場
合
、
閣
僚
委
員
会
は
、
そ
の
事
件
に
つ
い
て
決
定
す
る
。
閣
僚
委

員
会
は
、
そ
の
決
定
の
執
行
を
監
視
す
る
。
三
カ
月
以
内
に
そ
の
事
件
が

閣
僚
委
員
会
に
よ
っ
て
人
権
裁
判
所
に
送
付
さ
れ
た
場
合
、
人
権
裁
判
所

は
、
そ
の
事
件
を
審
理
し
、
判
決
を
出
す
。
そ
の
判
決
の
執
行
は
、
や
は

(
げ
)

り
閣
僚
委
員
会
に
よ
っ
て
監
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
申
立
手
続
に
基
づ
き
、
人
権
裁
判
所
へ
申
立
を
付
託
し
う
る
の

は
、
同
裁
判
所
の
管
轄
権
を
受
諾
し
た
締
約
国
お
よ
び
人
権
委
員
会
だ
け

(
四
日
)

で
あ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
一
議
定
書
は
、
新
し
い

申
立
手
続
を
定
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
第
三
四
条
は
、
人
権
裁
判
所

が
、
条
約
ま
た
は
議
定
書
に
定
め
る
権
利
が
締
約
国
の
一
つ
に
よ
っ
て
侵

害
さ
れ
た
と
主
張
す
る
自
然
人
、
非
政
府
団
体
ま
た
は
偶
人
の
集
団
か
ら

の
申
立
を
受
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
一
議
定
書
に
お
け
る
申
立
手
続
に
基
づ
く
事
案
が

ま
だ
見
ら
れ
な
い
の
で
、
以
下
に
お
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第

一
一
議
定
書
発
効
前
の
申
立
手
続
に
基
づ
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第

二
条
の
生
命
権
条
項
に
つ
い
て
の
事
件
に
お
け
る
判
断
を
考
察
す
る
。

第
一
節

第
一
文
の
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」

北法49(4・194)962

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
は
、

2 

す
べ
て
の
者
の
生
命
に
対
す
る
権
利
は
、
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
る
。
何
人
も
、
故
意
に
そ
の
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
法

律
で
死
刑
を
定
め
る
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
判
決
の
後
に
裁
判
所
の

刑
の
言
い
渡
し
を
執
行
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

生
命
の
剥
奪
は
、
そ
れ
が
次
の
目
的
の
た
め
に
絶
対
に
必
要
な
実

力
の
行
使
の
結
果
で
あ
る
と
き
は
、
こ
の
条
に
違
反
し
て
行
わ
れ
た

も
の
と
み
な
さ
れ
な
い
、

(
a
)
不
法
な
暴
力
か
ら
人
を
守
る
た
め

(
b
)
合
法
的
な
逮
捕
を
行
い
、
又
は
合
法
的
に
抑
留
し
た
者
の
逃
亡

を
防
ぐ
た
め

(
C
)

暴
動
又
は
反
乱
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
合
法
的
に
と
っ
た
行
為
の

た
め

と
規
定
し
て
い
る
。

本
節
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
の
「
法
律

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
に
つ
き
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
、
国
の
積
極
的
な
義
務
の
及
ぶ
範
囲
に
つ
い
て
の
判
断

(
第
一
款
)
お
よ
び
、
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
に
つ
い
て
の
議



論
(
第
二
款
)
を
考
察
す
る
。

第
一
款

国
の
積
極
的
な
義
務
の
及
ぶ
範
囲

の
判
断

ヨーロッパ人権条約第2条の使命権について (2) 

人
権
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
申
立
受
理
の
許
容
性
の
判

断
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
二
文
の
規
定

(
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
)
が
、
生
命
権
の
保
護
を
積
極
的
に
義

務
づ
け
る
性
質
を
有
す
る
こ
と
も
含
め
、
様
々
な
判
断
を
示
し
て
い
る
。

私
人
に
よ
る
生
命
権
の
侵
害

ま
ず
、
「
法
律
に
よ
っ
て
」
生
命
権
を
保
護
す
る
国
の
積
極
的
な
義
務

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
す
べ
て
の
法
律
の
実
効
的
な
適
用
を
確
保
す
る
義

務
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
警
察
お
よ
び
治
安
部
隊
の
整
備
を
通
じ

て
、
生
命
の
剥
奪
を
防
ぐ
た
め
の
合
理
的
な
措
置
を
と
る
国
の
義
務
も
、

「
法
律
に
よ
っ
て
」
生
命
権
を
保
護
す
る
義
務
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
申
立
に
お
い

て
、
国
の
義
務
に
い
く
つ
か
の
限
界
が
あ
る
と
判
断
し
た
。

(a)
〉
ハ
〈

--ggE
事
件

こ
の
事
件
の
申
立
で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
共
和
国
軍
に
よ
っ
て
自
分
の
生

命
が
奪
わ
れ
る
こ
と
を
心
配
す
る
者
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
政
府
当
局
に
よ
っ

て
継
続
的
な
特
別
の
保
護
が
付
与
さ
れ
る
権
利
を
有
す
る
と
い
っ
た
主
張

を
し
た
が
、
人
権
委
員
会
は
、
「
第
二
条
は
、
こ
の
よ
う
な
性
質
の
保
護

|
|
少
な
く
と
も
不
特
定
の
期
間
に
つ
い
て
の
も
の
ー
ー
を
与
え
る
義

務
を
国
に
課
し
て
い
る
と
解
さ
れ
え
な
い
」
と
い
う
理
由
で
、
申
立
を
却

(
ゆ
)

下
し
た
。
要
す
る
に
、
殺
人
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
第
二
条
違
反
を
必
然
的
に
伴
う
も
の
で
は
な
い
。

(
b
)
7
ζ
白
円
号
∞
考
〈
.
巴E同
凶

こ
の
事
件
の
申
立
に
お
い
て
は
、
人
間
に
対
し
て
「
あ
ら
ゆ
る
可
能
な

暴
力
を
除
外
す
る
い
か
な
る
積
極
的
な
義
務
も
」
あ
り
え
な
い
と
、
人
権

委
員
会
は
判
断
し
た
。
こ
の
判
断
は
、
申
立
人
が
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に

お
け
る
テ
ロ
行
為
に
よ
る
生
命
へ
の
脅
威
に
対
し
て
個
人
を
保
護
す
る
た

め
に
連
合
王
国
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
行
為
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
を

主
張
し
た
事
件
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
権
委
員
会
は
、
現
場
に
い

た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
人
数
と
治
安
部
隊
の
人
数
と
い
う
事
実
に
留
意
し
な
が

ら
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
と
ら
れ
た
予
防
措
置
の
「
適
切
さ
お
よ

び
能
率
」
を
詳
し
く
審
査
す
る
こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に

よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
違
反
は
存
在

北j去49(4・195)963
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(
初
)
(
れ
)

し
な
い
と
判
断
し
た
。

国
の
不
作
為
に
よ
る
生
命
権
の
侵
害

次
に
、
前
述
の
、
私
人
の
様
々
な
作
為
ま
た
は
不
作
為
に
よ
る
生
命
に

対
す
る
侵
害
か
ら
の
保
護
を
越
え
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第

一
項
第
一
文
に
お
け
る
積
極
的
な
義
務
は
、
食
物
ま
た
は
医
療
上
の
注
意

の
欠
如
、
危
険
な
道
路
ま
た
は
職
場
、
お
よ
び
環
境
汚
染
の
よ
う
な
状
況

ー
ー
こ
の
よ
う
な
状
況
が
国
の
不
作
為
に
帰
因
し
う
る
限
り

l
l
か
ら

生
じ
た
一
般
大
衆
の
死
に
対
し
て
も
及
ぶ
か
ど
う
か
が
問
題
に
な
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
生
命
の
故
意
剥
奪
の
禁
止
は
、
不
作
為
に
よ
り
不
必
要
に

生
命
を
危
険
に
さ
ら
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
国
の
法
的
責
任
ま
で
を
も
含

ん
で
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(a)
×
〈

-
Z
Z
E事
件

こ
の
点
に
つ
い
て
、
人
間
の
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
場
合
、

国
は
無
料
の
医
療
援
助
を
提
供
す
る
よ
う
な
積
極
的
作
為
を
と
る
べ
き
か

ど
う
か
の
問
題
が
、
M

ハ
〈
・
同
円
四

Z
E
事
件
に
お
い
て
提
起
さ
れ
た
o

し
か

し
、
こ
の
事
件
で
は
、

X
が
事
実
上
す
で
に
補
助
を
受
け
て
お
り
、
し
か

も
X
の
生
命
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
同
事
件
は
人
権
委
員

(
辺
)

会
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
な
か
っ
た
。

(b)
〉

gong-o=
×
〈

-
E
5
a
E
Z
1
0
5
事
件

北法49(4・196)964

ま
た
、
幼
児
の
死
を
引
き
起
こ
し
た
任
意
の
公
的
予
防
接
種
制
度
の
運

用
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
違
反
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

E
8
2
E
S
×
〈

C
E
a
E
=
1
0
2
事
件
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
。
人
権

委
員
会
は
、
同
事
件
に
お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項

第
一
文
が
「
固
に
対
し
て
生
命
の
故
意
剥
奪
を
制
限
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

さ
ら
に
進
ん
で
、
生
命
を
保
護
す
る
た
め
の
適
切
な
措
置
を
と
る
こ
と
を

(
お
)

課
す
る
」
と
判
断
し
た
。
こ
の
判
断
に
よ
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

第
二
条
第
一
項
第
一
文
は
、
極
め
て
広
く
医
療
看
護
、
食
物
と
避
難
所
、

ま
た
は
健
康
な
労
働
・
生
活
環
境
に
つ
い
て
の
適
切
な
供
給
を
す
る
積
極

的
な
「
措
置
」
を
と
る
こ
と
を
国
に
要
請
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
う

る
で
あ
ろ
う
。

(
C
)

〉

Z
0
3
2
8
u
c
-
∞5
5
E
E事
件

し
か
し
な
が
ら
、
人
権
委
員
会
は
、
〉
∞
8
2邑
O
E

×
〈
・
∞
宅
困
問

N
m
E
E
事

件
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
公
的
な
予
防
接
種
制
度
の
運
用
に
関
連
し
て
国

に
間
接
的
な
法
的
責
任
が
発
生
す
る
場
合
、
国
は
死
に
至
ら
し
め
た
過
失

に
つ
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
も
と
に
お
い
て
法
的
責
任
を

(μ) 

負
う
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
事
実
に
基
づ
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、

制
度
の
安
全
な
運
営
の
目
的
で
「
適
切
な
措
置
」
が
既
に
と
ら
れ
た
と
い



(
お
)

う
理
由
に
よ
っ
て
、
こ
の
申
立
は
受
理
で
き
な
い
と
宣
言
し
た
。

(

d

)

M

ハ〈

-
E含
邑
知
名
E
F
E
n
色
。
R
5
8司
事
件

も
う

J

つ
の
困
難
な
問
題
は
、
国
が
ハ
ン
ガ
ー
・
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
在

監
者
に
強
制
的
摂
食
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
で
あ
る
。
》
ハ

ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について (2) 

〈
忠
仏

3
-
m
8
5
-
5
0内

P
E
Eロ
司
事
件
に
お
い
て
、
ハ
ン
ガ
ー
・
ス
ト

ラ
イ
キ
中
の
在
監
者
に
そ
の
生
命
を
救
う
た
め
に
強
制
的
摂
食
を
さ
せ
る

こ
と
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
に
違
反
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
判

(
お
)

断
す
る
際
に
、
人
権
委
員
会
は
、
生
命
権
を
保
障
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

条
約
第
二
条
の
も
と
に
お
け
る
義
務
が
「
一
定
の
状
況
に
お
い
て
、
締
約

国
側
の
積
極
的
な
行
為
を
、
と
く
に
政
府
当
局
が
問
題
の
当
事
者
を
拘
置

所
に
入
れ
た
際
に
、
生
命
を
救
う
た
め
の
積
極
的
な
措
置
を
要
請
す
る
こ

と
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
に
留
意
し
た
。
ま
た
、
人
権
委
員
会
は
、
こ
の

よ
う
な
行
為
に
は
強
制
的
摂
食
を
さ
せ
る
こ
と
が
含
ま
れ
る
と
す
る
見
解

を
と
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
自
分
の
生
と
死
と
い
う
重
大
事
に
関

す
る
決
定
を
行
い
う
る
主
体
と
し
て
の
各
個
人
の
、
意
思
と
身
体
の
不
可

侵
性
を
尊
重
す
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
当
該
不
作
為
に
つ
い
て
、
国
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
も
と
に
お
い
て
法
的
責
任
を
負
う
べ
き

で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
拘
置
所
に
い
る
者
が
食
物

と
水
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
義
務
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
義
務
は

(
幻
)

な
い
の
で
あ
る
。

生
命
権
に
基
づ
く
積
極
的
な
義
務
に
つ
い
て
の
そ
の
他
の
問
題

そ
の
後
の
様
々
な
事
件
に
お
い
て
、
生
命
権
に
基
づ
く
積
極
的
な
義
務

に
つ
い
て
の
問
題
が
提
起
さ
れ
て
き
た
。

第
一
に
、
人
権
委
員
会
の
傍
論
と
し
て
の
、
生
命
を
保
護
す
る
た
め
の

「
適
切
な
措
置
」
は
、
国
が
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け
た
者
を
拘
禁
し
た

た
め
に
、
そ
の
者
の
妻
が
自
殺
し
た
場
合
、
国
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

(
お
)

第
二
条
に
違
反
す
る
か
ど
、
つ
か
の
間
題
を
惹
起
す
る
と
い
う
、
異
な
る
文

脈
に
お
い
て
主
張
さ
れ
た
が
、
判
断
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

第
二
に
、
人
権
委
員
会
は
、
救
命
医
療
の
場
合
に
一
般
大
衆
に
対
し
て

他
人
を
援
助
す
る
法
的
義
務
を
課
す
る
こ
と
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第

二
条
が
国
に
義
務
づ
け
る
か
ど
う
か
を
も
検
討
し
た
が
、
そ
こ
で
も
判
断

(
ぬ
)

に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

第
二
一
に
、
か
な
り
初
期
の
事
件
に
お
い
て
、
核
実
験
と
放
射
性
廃
棄
物

の
処
理
か
ら
生
じ
た
脅
威
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
お
け
る
法

的
責
任
に
関
連
し
う
る
か
ど
、
つ
か
の
間
題
が
提
起
さ
れ
た
が
、
審
査
さ
れ

(
初
)

な
か
っ
た
。

北法49(4・197)965

四

生
命
権
に
基
づ
く
手
続
に
つ
い
て
の
積
極
的
義
務
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し
か
し
な
が
ら
、
生
命
権
の
保
護
範
囲
は
、
以
上
述
べ
ら
れ
て
き
た
積

極
的
な
義
務
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
次
の
よ
う
な
二
つ
の
事
件
に
お
い
て
手

続
に
つ
い
て
の
積
極
的
な
義
務
も
要
請
さ
れ
て
い
る
。

(a)
玄
広
告

P
E
B
-
-
2
2
3
m
2
-
Cロ
E
5
1
0
5
(ジ
ブ
ラ
ル

(
汎
)

タ
ル
事
件
)

こ
の
事
件
に
お
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
生
命
を
保
護
す
る
義
務
が

「
国
の
法
律
執
行
者
に
よ
る
生
命
の
剥
奪
に
関
す
る
状
況
が
、
公
開
か
っ

独
立
の
詳
細
な
調
査
を
受
け
う
る
仕
組
に
つ
い
て
の
最
小
限
度
の
要
請
」

を
含
む
「
手
続
的
側
面
」
を
有
す
る
と
判
断
し
た
。
こ
の
事
件
の
事
実
に

基
づ
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
テ
ロ
容
疑
者
の
殺
害
に
つ
い
て
の
囲
内
裁

判
所
に
よ
る
死
因
審
問
と
、
死
に
関
す
る
囲
内
裁
判
所
に
先
行
す
る
警
察

の
調
査
が
、
こ
の
最
小
限
度
の
要
請
に
合
致
す
る
と
結
論
し
た
。

(
b
)
U£
白
昼
ロ
〈
・
尽
き
円
何
事
件

ま
た
、
人
権
委
員
会
は
、
殺
人
に
つ
い
て
有
罪
の
言
い
渡
し
を
受
け
て

い
な
い
被
告
人
も
し
く
は
被
疑
者
に
対
す
る
大
赦
、
ま
た
は
有
罪
の
言
い

渡
し
を
受
け
た
受
刑
者
に
対
す
る
特
赦
と
い
う
手
続
の
運
用
は
、
そ
の
大

赦
や
特
赦
が
宣
告
さ
れ
た
特
別
な
状
況
に
お
け
る
国
の
利
益
と
、
生
命
権

を
保
護
す
る
た
め
の
法
律
を
適
用
す
る
一
般
的
要
請
と
の
聞
の
適
切
な
均

衡
を
反
映
す
る
場
合
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
調
和
し
う

(叩ど

る
と
判
断
し
た
。

北法49(4・198)966

五

ま
と
め

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
事
件
に
つ
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
特
定
の
事

件
の
事
実
に
関
す
る
因
果
関
係
の
問
題
を
示
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
条
約
の
制
定
者
達
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
も
の
よ
り
積
極
的
な
義
務
を

確
立
す
る
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
て
き
た
。
条
約
第
二
条
の
こ
の
よ
う
な
解

(
お
)

釈
は
、
さ
ら
に
社
会
的
な
権
利
を
保
護
す
る
と
い
う
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ

を
導
く
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
そ
の
他
の
権

(
お
)

利
保
障
は
、
す
で
に
発
展
的
に
解
釈
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
い
か
な
る
経

(
お
)

済
的
な
代
価
を
も
考
慮
せ
ず
に
そ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条

第
一
項
第
一
文
に
基
づ
く
積
極
的
な
義
務
を
発
展
さ
せ
、
ま
た
締
約
国
の

法
律
に
お
け
る
基
準
を
尊
重
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項

に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
一
般
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
目
的
に
調
和

し
う
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
国
際
人
権
規
約

B
規
約
の
実
施
機
関
で
あ
る

規
約
人
権
委
員
会
が
国
際
人
権
規
約

B
規
約
に
お
け
る
「
生
命
権
」
の
保

(
初
)

障
に
関
し
て
行
っ
て
き
た
解
釈
と
も
、
歩
調
を
合
わ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。



第
二
款

「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」

の
珪
威
論
山

ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について (2) 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
は
、
「
す
べ
て
の
者
の

(
幻
)

生
命
に
対
す
る
権
利
は
、
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
規
定
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
法
律
に
お
い
て
人
命
の
保
護
の
た
め
の
適
切
な
条
項
を
規

定
す
る
義
務
を
国
に
課
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
義
務
か
ら
、
当
然
の
結

果
と
し
て
、
国
の
法
律
の
も
と
に
お
い
て
生
命
の
剥
奪
が
一
般
に
違
法
化

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
い
か
な
る
場
合
で
も
、

生
命
の
剥
奪
を
違
法
化
す
る
「
法
律
」
は
、
「
市
民
に
そ
の
行
為
を
規
制

さ
せ
る
に
足
り
る
十
分
な
明
確
性
を
も
っ
て
定
式
化
さ
れ
る
」
べ
き
も
の

(
お
)

で
あ
る
。
生
命
の
剥
奪
に
対
す
る
法
的
責
任
は
、
国
の
法
律
の
も
と
に
お

い
て
、
第
三
者
(
私
人
)
と
、
国
の
法
律
執
行
者
の
双
方
に
課
さ
れ
る
。

ま
た
、
生
命
権
が
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
第
一
文
の

簡
潔
な
文
言
は
、
十
分
に
実
質
的
な
内
容
を
一
不
す
も
の
で
は
な
く
、
直
接

に
適
用
し
う
る
基
準
を
も
提
供
し
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
国
内
の
立
法
者
は
、
た
と
え
生
命
権
を
保
護
す
る
よ
う
な
立
法

を
行
わ
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
第
一
文
の
規
定
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
お

り
、
生
命
権
に
つ
い
て
の
最
低
限
度
の
保
護
が
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
要
求

さ
れ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
法
律
を
通
し
て
生
命
権
を
保
護
す
る
と
い
う
国
の
義

務
に
は
、
い
く
つ
か
の
限
界
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
法
律
は
、
決
し

て
す
べ
て
の
人
間
の
生
命
を
保
護
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
あ
ら
ゆ

る
形
態
の
死
に
対
し
て
保
護
を
提
供
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、

「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
の
技
術
的
・
物
理
的
な
限
界
か
ら
、
国

は
、
す
べ
て
の
生
命
の
剥
奪
を
違
法
化
す
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
い
く
つ
か
の
認
め
ら
れ
う
る
例
外
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二

条
の
法
文
で
指
摘
さ
れ
、
ま
た
は
そ
こ
か
ら
推
論
さ
れ
う
る
。
し
た
が
っ

て
;
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
は
、
生
命
権
の
内

在
的
な
限
界
お
よ
び
第
二
項
の
例
外
規
定
の
存
在
と
い
う
文
脈
に
お
い
て

理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
脈
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
の
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
に

つ
い
て
、
学
説
上
の
議
論
を
考
察
す
る
。

「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
に
関
わ
ら
な
い
死

生
命
の
剥
奪
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
場
合
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
囲
内
法

の
も
と
に
お
い
て
、
通
常
は
固
ま
た
は
第
三
者
の
法
的
責
任
を
生
じ
さ
せ
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な
い
も
の
で
あ
る
。

第
一
に
、
私
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
正
当
防
衛
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
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約
第
二
条
第
二
項
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
)
に
お
け
る
殺
害
や
、
競
技

中
の
不
慮
の
死
な
ど
で
あ
る
。

第
二
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
に
お
け
る

「
法
律
」
が
実
効
的
に
対
処
で
き
な
い
よ
う
な
自
然
死
ま
た
は
病
気
、
事

故
も
し
く
は
個
人
の
生
命
に
対
す
る
そ
の
他
の
脅
威
に
よ
る
死
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
道
路
を
高
速
で
走
る
車
に
よ
っ
て
、
ま
た
は
マ
ッ
チ
、
ダ
イ

ナ
マ
イ
ト
、
花
火
も
し
く
は
武
器
が
容
易
に
入
手
さ
れ
か
っ
そ
れ
ら
に
対

す
る
不
適
切
な
消
防
の
た
め
、
毎
年
多
く
の
生
命
が
奪
わ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
生
命
の
喪
失
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
お
け
る

「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
生
命
に
対
す
る
「
権
利
」
に
か
か
わ
ら

な
い
。
か
り
に
、
よ
り
厳
格
な
国
内
立
法
に
よ
っ
て
生
命
の
喪
失
を
予
防

し
生
命
を
積
極
的
に
保
護
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
生

命
の
喪
失
は
、
生
命
に
対
す
る
「
権
利
」
の
侵
害
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
不
作
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
死
に
つ
い
て
、
第
三
者

(
私
人
)
の
法
的
責
任
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。

よ
り
問
題
に
な
り
議
論
さ
れ
た
の
は
、
自
己
の
財
産
を
守
り
、
ま
た
は

他
の
市
民
の
逮
捕
を
行
う
た
め
に
、
死
に
至
ら
せ
る
よ
う
な
武
器
を
行
使

す
る
こ
と
を
私
人
に
認
め
る
法
律
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
法
律
は
、
ヨ

1

(ω) 

ロ
ツ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

二
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
の
も
と
に
お
け
る
「
法
の
一
般
原
則
」

(a)
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
は
「
生
命
で
は
な
く
、
生
命
権
で

あ
る
」
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
元
人
権
委
員
会
委
員
で
あ
っ
た

E
宅
お
ロ

(
H
U
)
 

に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
が
、
そ
の
生
命
に
対
す
る
「
権
利
」
に
つ
い
て
の
議

論
は
、
詳
し
く
は
敷
ん
約
さ
れ
て
い
な
い
。
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の

が
生
命
自
体
で
は
な
く
て
生
命
に
対
す
る
「
権
利
」
で
あ
る
こ
と
は
、
確

か
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
つ
い
て
の
申
立
の
受
理
を
必
然

(
位
)

的
か
つ
明
ら
か
に
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
指
摘

に
よ
っ
て
は
、
よ
り
広
い
視
点
か
ら
の
議
論
も
展
開
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
こ
つ
の
点
で
生
命
権
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
一
に
、
生
命
権
に
つ
い
て
の
よ
り
完
全
に
近
い
保
護
を
与
え
る
た
め

に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
は
、
そ
の
第
一
項
第
一
文
に
お
け
る

「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
文
言
だ
け
で
こ
の
権
利
を
保
護

す
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
実
質
的
な
文
言
で
の
定
義
を
避
け
て
い
る
と

い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
文

言
は
、
条
約
の
制
定
過
程
に
お
け
る
列
挙
主
義
の
具
現
で
あ
る
。
ま
た
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
生
命
権
条
項
に
は
、
「
法
の
一
般
原
則
」

と
い
う
幅
広
い
文
脈
を
持
ち
う
る
文
言
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
こ
の
第
二
条
の
制
定
過
程
に
お
い
て
、
協
議
総
会
に
お
け
る
法

北法49(4・200)968



ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について (2) 

律
行
政
問
題
委
員
会
の
代
表
者
で
あ
っ
た

o
z
a
富
良
耳
目
ロ
'
3
P
は
、
第

二
条
の
定
義
は
、
「
条
約
を
実
施
す
る
司
法
ま
た
は
非
司
法
機
関
を
不
適

切
に
拘
束
す
る
ほ
ど
過
度
に
詳
細
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
形
の
条
約
が

法
の
一
般
原
則
に
関
す
る
言
及
に
よ
っ
て
、
実
効
的
に
執
行
さ
れ
う
る
こ

(
必
)

と
が
確
信
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
行
っ
て
い
た
。
す
な
わ

ち
、
「
法
の
一
般
原
則
」
は
こ
の
第
二
条
に
も
適
用
さ
れ
う
る
と
い
う
同

条
の
制
定
時
の
経
緯
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
制
定
過
程
に
関
す
る

準
備
文
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

生
命
権
が
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
は
、
列
挙
主
義
と
定
義
主

義
の
双
方
の
形
態
を
と
る
「
適
切
な
例
証
」
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条

約
第
二
条
が
「
法
の
一
般
原
則
に
関
す
る
言
及
に
よ
っ
て
、
実
効
的
に
執

行
さ
れ
う
る
こ
と
が
確
信
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
鑑

み
て
、
「
法
の
一
般
原
則
」
と
の
関
連
に
お
い
て
議
論
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
七
条
第
二
項
で
は
、
「
文
明
諸
国

の
認
め
る
法
の
一
般
原
則
」
が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
「
文
明
諸
国
の
認
め
る
法
の
一
般
原
則
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
条
約
第
七
条
の
文
脈
に
お
い
て
、
実
際
に
国
内
法
シ
ス
テ
ム
か
ら
見
出

(
弘
)

さ
れ
う
る
と
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
七
条
の

文
言
だ
け
が
一
般
的
に
「
文
明
諸
国
」
に
言
及
し
て
い
る
と
は
い
え
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
は
、
「
国
内
法
」
に
言
及
し
て

い
な
い
第
七
条
以
外
の
他
の
条
項
に
つ
い
て
裁
判
基
準
を
求
め
る
場
合
に
、

条
約
の
締
約
国
に
限
ら
ず
、
国
際
社
会
に
お
け
る
諸
国
の
国
内
法
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て
の
「
法
の
一
般
原
則
」
に
も
既
に
多
く
言
及
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
国
際
社
会
に
お
け
る
「
文
明
諸
国
の
認
め
る
法
の
一
般
原
則
」

ま
た
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
「
国
内
法
シ
ス
テ
ム
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条

約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
が
条
約
第
二
条
に
関
す
る
事
件
を
判
断
す
る
基

準
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
b
)
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第

一
文
の
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
「
法
の
一
般
原
則
」
の
関
連

性
を
基
に
し
て
、
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
の
も
と
に
お
け
る

「
法
の
一
般
原
則
」
は
、
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
な
側
面
ま
た
は
分
野
に

お
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
判
断
基
準
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
に
、
疑
わ
し
い
ま
た
は
暴
力
的
な
死
に
対
す
る
調
査
と
い
う
「
法

の
一
般
原
則
」
は
、
よ
り
一
般
的
に
適
用
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

(
必
)

な
い
。
疑
わ
し
い
ま
た
は
暴
力
的
な
死
に
対
す
る
調
査
の
原
則
は
、
大
多

数
の
固
に
お
い
て
、
法
律
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

「
法
の
一
般
原
則
」
が
無
視
さ
れ
て
い
る
場
合
、
特
定
の
死
(
ま
た
は

「
失
綜
」
)
に
対
す
る
締
約
国
の
法
的
責
任
の
一
般
的
な
否
定
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
は
ず
は
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(
必
)

な
く
、
そ
し
て
そ
の
他
に
証
拠
が
存
在
し
な
く
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

条
約
第
二
条
の
違
反
の
判
断
は
正
当
化
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

人
間
の
生
命
が
、
適
切
に
「
法
律
に
よ
っ
て
」
保
護
さ
れ
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
こ
の
理
解
に
お
い
て
、
拘
置
所
に
お
い
て
起
こ
っ
た
死
、
ま
た
は

非
合
法
な

1
|
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
|
1
死
も
し
く
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
第
二
条
に
違
反
し
て
起
こ
さ
れ
て
い
る
と
主
張
さ
れ
た
そ
の

他
の
死
を
調
査
す
る
法
的
義
務
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
要

請
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
し
、
警
察
ま
た
は
検
察
当
局
が
調
査
活
動
を
行
わ
ず
、
ま
た
は
、
犯

罪
の
証
拠
が
な
い
、
も
し
く
は
い
か
な
る
非
合
法
行
為
も
起
こ
っ
て
い
な

い
と
結
論
を
下
し
て
調
査
を
や
め
た
場
合
、
問
題
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

条
約
第
一
三
条
(
効
果
的
救
済
に
つ
い
て
の
権
利
)
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ

て
い
る
救
済
に
関
し
て
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の

人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
も
と
に
お
い
て
国
内

法
ま
た
は
国
内
の
救
済
方
法
に
つ
い
て
の
異
議
の
申
立
を
認
め
て
い
る
か

(
灯
)

ら
で
あ
る
。

第
二
に
、
「
法
の
一
般
原
則
」
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の

も
と
に
お
い
て
、
他
の
場
合
|
|
た
と
え
ば
、
兵
士
(
少
な
く
と
も
徴

兵
に
よ
る
者
)
や
警
察
官
の
生
命
を
保
護
す
る
側
面
に
つ
い
て
|
|
に

お
い
て
特
別
な
保
護
を
提
供
す
る
法
的
責
任
を
も
、
固
に
負
わ
せ
う
る
も

の
で
あ
る
。
私
的
分
野
と
公
的
分
野
と
の
聞
の
区
別
は
、
と
き
に
は
国
の

法
的
責
任
の
認
定
に
つ
い
て
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
し
て
の
機
能
を
呆
た
し

う
る
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
の
「
法
律
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
が
身
体
の
安
全
に
つ
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
か
ど

う
か
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
こ
の
第
一
文
は
、
世
界
人
権
宣
言
第
三
条
の

「
生
命
、
自
由
及
び
身
体
の
安
全
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
」
と
い
う

文
言
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
第
一
文
が
「
法
の

一
般
原
則
」
に
照
ら
し
て
身
体
の
安
全
を
適
用
す
る
と
い
う
、
幅
広
い
意

味
は
、
与
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
議
論
を
ま
と
め
る
と
、
生
命
権
が
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ

る
」
と
い
う
第
二
条
第
一
項
第
一
文
の
規
定
は
、
生
命
権
に
つ
い
て
の
具

体
的
な
保
護
範
囲
・
基
準
を
示
し
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

生
命
権
条
項
の
制
定
時
の
経
緯
に
よ
り
、
さ
ら
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
解
釈
・
適
用
を
通
し
て
、
「
法
の
一
般
原

則
」
は
幅
広
く
適
用
さ
れ
う
る
。
生
命
権
に
関
わ
る
「
法
の
一
般
原
則
」

は
、
少
な
く
と
も
、
疑
わ
し
い
ま
た
は
暴
力
的
な
死
に
つ
い
て
の
調
査
、

徴
兵
制
の
も
と
に
お
け
る
兵
土
や
警
察
の
生
命
権
保
護
、
生
命
の
安
全
に

深
く
関
わ
っ
て
い
る
身
体
の
安
全
に
つ
い
て
の
保
護
な
ど
を
含
ん
で
い
る
。

北法49(4・202)970



「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
に
関
わ
る
そ
の
他
の
側
面

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
の
「
法
律
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
る
」
は
、
以
上
に
述
べ
た
ほ
か
、
次
の
よ
う
な
側
面
に
関
わ
っ
て

いヲ心。

ヨーロ yノf人権条約第2条の生命権について (2) 

第
一
に
、
一
方
で
、
国
ま
た
は
政
府
当
局
な
ど
の
行
為
主
体
の
自
由
を

制
限
し
、
他
方
で
、
国
ま
た
は
政
府
当
局
に
対
し
て
作
為
義
務
と
法
的
責

任
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
命
権
の
保
護
は
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
規
定
は
、
い
く
つ

か
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
抑
制
的
な
機
能
だ
け
で
は
な
く
予
防
的
な
機
能

(
川
町
)

も
果
た
し
な
が
ら
、
適
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
言
え
ば
、
刑
罰
ま
た
は
制
裁
を
定
め
て
い
る
刑
事
法
ま
た
は
強
制
執
行

し
う
る
手
続
を
定
め
て
い
る
民
事
法
と
い
う
抑
制
的
な
機
能
を
果
す
だ
け

で
は
な
く
、
と
く
に
生
命
の
喪
失
を
引
き
起
こ
す
行
為
の
禁
止
と
、
生
命

の
喪
失
を
引
き
起
こ
す
一
定
の
危
険
に
対
す
る
規
制
と
制
限
と
い
う
予
防

的
な
機
能
を
果
す
、
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
規
定
は
適

用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
生
命
権
に
つ
い
て
の
実

効
的
な
保
護
を
提
供
す
る
た
め
に
、
法
律
に
は
、
確
か
に
、
刑
罰
ま
た
は

制
裁
が
付
随
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
現
在

の
発
展
段
階
に
お
い
て
は
、
こ
の
点
は
、
あ
る
程
度
締
約
国
の
裁
量
に
委

ね
ら
れ
て
い
る
。

第
三
に
、
前
述
の
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
に
お
け
る
抑
制
・

予
防
な
ど
に
つ
い
て
の
側
面
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
措
置
に
よ
り
生
命
を

保
護
す
る
こ
と
も
、
生
命
権
の
核
心
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
救
命
医
療
を

含
む
医
療
看
護
は
、
生
命
権
に
と
っ
て
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
現
代
社

(
刊
)

会
に
お
い
で
あ
る
程
度
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
一
部
分
で
あ
る
。

ま
た
、
救
命
医
療
と
差
別
の
禁
止
の
側
面
に
つ
い
て
、
例
え
ば
大
規
模
災

害
と
い
う
多
く
の
生
命
に
か
か
わ
る
事
案
に
お
い
て
遭
難
者
に
救
命
処
置

を
施
す
か
ど
う
か
の
選
択
を
行
わ
ざ
る
を
え
な
い
場
合
に
は
、
救
命
医
療

に
つ
い
て
の
差
別
に
関
す
る
主
張
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
四
条

(
差
別
の
禁
止
)
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
も
と
に

お
い
て
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、

べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ア
プ
リ
オ
リ
に
否
定
す

「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
の
「
法
律
」

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
の
「
法
律
に
よ
っ
て
保

護
さ
れ
る
」
に
お
け
る
「
法
律
」
に
つ
い
て
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
て
い
る
他
の
権
利
分
野
の
よ
う
に
、
も
ち
ろ
ん
、

適
切
な
国
内
立
法
、
す
な
わ
ち
、
制
定
法
と
い
う
形
式
的
法
律
を
含
ん
で

い
る
こ
と
が
一
一
三
口
う
ま
で
も
な
い
が
、
イ
ギ
リ
ス
の
コ
ン
モ
ン
・
ロ

l
の
も

四
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と
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
と
、
法
と
し
て
認
め
ら
れ
た

慣
習
的
保
護
な
ど
と
い
う
実
質
的
法
律
を
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
の
限
界

生
命
の
保
護
に
つ
い
て
は
、
直
接
に
法
律
に
お
い
て
定
め
ら
れ
る
と
い

う
よ
り
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
国
に
お
い
て
広
汎
な
範
囲
か
つ
多
様
な
方
法

で
、
間
接
に
保
護
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
命
権
が

法
律
に
よ
っ
て
直
接
ま
た
は
間
接
に
保
護
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

際
に
は
、
多
数
|
|
お
そ
ら
く
大
多
数

l
ー
の
生
命
へ
の
危
険
は
、
不

可
避
的
に
個
人
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
あ

る
と
し
て
も
、
い
か
に
生
命
権
が
国
に
作
為
義
務
を
課
し
て
い
る
と
言
っ

て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
は
、
固
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
る
個

人
に
つ
い
て
の
生
命
保
険
ま
で
は
要
請
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
生
命
保
険
者
が
保
険
契
約
者
ま
た
は
第
三
者
の
死
を
保
険
事
故
と
し
、

そ
の
事
故
が
発
生
し
た
と
き
に
一
定
の
保
険
金
を
支
払
う
こ
と
を
約
し
、

保
険
契
約
者
が
保
険
料
を
支
払
う
こ
と
を
約
す
る
と
い
う
、
保
険
契
約
を

通
し
て
の
生
命
に
対
す
る
危
険
の
責
任
の
分
散
は
、
ま
ず
第
一
に
国
内
法

の
対
象
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
は
、
今
ま

で
の
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
生
命
へ
の
危
険
の
責
任
の
分
散
に
つ
い
て
、

国
の
評
価
ま
た
は
裁
量
の
留
保
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
国
が
個
人
に

五

よ
る
生
命
の
剥
奪
を
消
極
的
に
防
止
す
る
こ
と
と
、
国
が
個
人
の
生
命
を

積
極
的
に
保
護
す
る
こ
と
と
の
聞
に
ど
の
よ
う
に
適
切
な
均
衡
を
保
つ
か

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
の
課
題
に
な
っ

(
印
)

て
い
る
。
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「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
文
言
の
表
現
が
「
幅
広
い
か

(
日
)

つ
時
と
し
て
突
飛
な
解
釈
」
を
引
き
起
こ
し
う
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
一
項
第
一
文
は
、
生

命
権
の
保
護
を
最
小
限
度
に
減
ら
す
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

こ
の
第
一
項
第
一
文
の
「
権
利
」
の
範
囲
な
ど
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
こ

の
条
文
の
そ
の
他
の
部
分
と
と
も
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保

障
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
て
い
る
法
的
保
護

の
絶
対
的
な
最
小
限
度
、
ま
た
は
核
心
領
域
は
、
依
然
と
し
て
非
合
法
の

殺
害
に
対
す
る
制
裁
規
定
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ

れ
る
」
の
意
味
に
関
す
る
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
に
至
っ
て
い
る
。
そ

こ
で
、
次
の
第
二
節
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
二

丈
の
「
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
に
つ
い
て
の
判
断
お
よ
び
議
論
を
考
察
す
る
。

ま
と
め



ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について (2) 

第
二
章
第
一
節
註

(
l
)
印
宮
司
。
突
戸
。
担
〉
Z
T
『
古
河
由
旬
、
之
さ
ト
書
宮
司
Z
凹
開
己
問
。
担
〉
Z

的
J

「
印
叶
開
玄
明
。
同
叶
国
間
同
M
問
。
J

『開内

U
4
a
H
0
2
0明

Z
C玄
〉

z
m
-
c
z↓
印
e
M
C斗
(
閉
山
-

g-
』・冨田
n
E
E
5
2
己
・
包
凹
-
L
3
3・

(2)
「
逆
説
的
に
も
、
こ
の
権
利
は
、
内
容
が
不
明
確
な
権
利
で
あ
る

と
い
う
問
題
が
あ
る
」

(
F
・
ス
ユ

1
ド
ル
(
建
石
真
公
子
訳
)

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
』
(
有
信
堂
・
一
九
九
七
年
)
一
二
三
百
(
)

と
指
摘
さ
れ
る
。

(3)
国
際
人
権
法
に
お
け
る
「
離
脱

(amg官
吾
ロ
)
条
項
」
に
つ
い

て
、
朴
洪
吉
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
効
力
停
止
条
項

に
関
す
る
一
考
察
」
同
法
四
O
巻
二
号
(
一
九
八
八
年
)
四
三
頁

以
下
、
一
戸
田
五
郎
「
人
権
諸
条
約
の

ι
2
0
加
邑

g
条
項
(
一
)
(
二
・

完
こ
論
叢
一
一
七
巻
六
号
(
一
九
八
五
年
)
三
九
頁
以
下
、
一

一
九
巻
一
号
(
一
九
八
六
年
)
四
七
頁
以
下
参
照
。
ま
た
、
「
絶

対
的
保
障
と
し
て
(
の
)
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
(
生

命
に
対
す
る
権
利
)
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

隅
野
隆
徳
「
人
身
の
自
由
の
国
際
的
保
障
へ
の
一
考
察
」
深
瀬
忠

一
教
授
退
官
記
念
「
平
和
と
国
際
協
調
の
憲
法
学
』
(
勤
草
書
房
・

一
九
九
O
年
)
四
二
九
頁
。

(
4
)
「
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
と
人
権
裁
判
所
の
活
躍
は
目
覚
ま

し
く
、
条
約
と
国
内
法
(
憲
法
・
法
律
)
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
締
約
国
に
大
き
な
問
題
を
提
起
』
し
て
い
る
こ
と
に

鑑
み
れ
ば
、
国
家
主
権
と
の
関
係
や
、
国
内
法
・
制
度
と
の
関
係

ま
で
視
野
に
入
れ
た
、
憲
法
学
、
国
際
法
学
の
両
面
に
わ
た
る
学

際
的
な
考
察
を
行
う
意
義
は
き
わ
め
て
大
き
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
」
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
存
在
す
る
。
堀
江
薫
「
基
本
的
人
権

の
現
代
的
展
開
と
国
際
的
保
障
|
|
身
体
・
生
命
の
自
由
の
展
開

と
国
際
的
保
障
、
な
ら
び
に
環
境
問
題
へ
の
国
際
的
対
応
を
中
心

と
し
て

i
l
」
(
専
修
大
学
法
学
部
一
九
九
六
年
度
博
土
論
文
・

未
公
刊
)
八
頁
に
よ
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
囲
内
法
の
関
係
に
つ
い
て
、
江
島
日
間
子
「
イ
ギ
リ
ス
の

裁
判
所
に
お
け
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
コ
モ
ン
・
ロ
!
と
の

関
係
」
明
治
大
学
短
期
大
学
紀
要
五
四
号
(
一
九
九
四
年
)
二
頁

以
下
、
同
「
国
内
裁
判
所
に
お
け
る
国
際
人
権
条
約
の
国
内
的
実

施
|
|
イ
ギ
リ
ス
の
裁
判
所
に
お
け
る
新
た
な
局
面

l
l
(
一)」

明
治
大
学
短
期
大
学
紀
要
六
三
号
(
一
九
九
八
年
)
三
五
頁
以
下
、

井
上
知
子
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
園
内
的
実
施
に
つ
い
て
」

神
戸
四
一
巻
三
号
(
一
九
九
一
年
)
八
六
三
頁
以
下
、
斉
藤
正
彰

「
団
法
体
系
に
お
け
る
条
約
の
適
用

i
1
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

の
囲
内
適
用
を
素
材
と
し
て

l
l
(
一
)
(
二
・
完
)
L

北
法
四
六

巻
三
号
(
一
九
九
五
年
)
二
O
一
頁
以
下
、
四
六
巻
四
号
(
一
九

九
五
年
)
二
四
五
頁
以
下
、
堀
江
・
前
掲
論
文
一
九
七
頁
以
下
に

お
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
い
る
。

(5)
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
理
事
会
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
裁
判
所
」
は
「
ス
ト
ラ
ス
プ
ー
ル
機
構
」
(
宮
崎
繁
樹
「
ス

ト
ラ
ス
プ
ー
ル
機
構
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
人
権
の
国
際
的
保

北法49(4・205)973
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障
に
つ
い
て
」
法
論
三
五
巻
四
H
五
H
六
合
併
号
(
一
九
六
二
年
)

一
ヱ
ハ
一
頁
以
下
[
同
「
国
際
法
に
お
け
る
国
家
と
個
人
』
(
未
来
社
・

一
九
六
三
年
)
四
一
頁
以
下
所
収
]
)
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

宮
崎
教
授
の
こ
の
論
文
は
、
日
本
で
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

を
紹
介
し
た
儀
初
の
体
系
的
論
稿
で
あ
る
」
(
山
下
泰
子
「
欧
州

(
1
)
」
高
野
雄
一

H
宮
崎
繁
樹
H
斎
藤
恵
彦
「
国
際
人
権
法
入
門
』

(
三
省
堂
・
一
九
八
三
年
)
一
七
七
頁
)
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
人
権
委
員
会
、
人
権
裁
判
所
お
よ
び
閣
僚
委
員
会
は
、
「
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
監
督
機
関
」
と
も
称
さ
れ
て
い
る
。

F
-

ス
ユ

1
ド
ル
(
建
石
真
公
子
訳
)
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
』
(
有

信
堂
・
一
九
九
七
年
)
八
頁
。
本
稿
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

第
二
条
の
生
命
権
に
つ
い
て
の
解
釈
・
判
断
を
行
う
人
権
委
員
会
、

人
権
裁
判
所
お
よ
び
閣
僚
委
員
会
と
い
う
三
者
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
権
条
約
に
お
け
る
申
立
の
手
続
と
と
も
に
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
」
と
称
す
る
。
さ
ら
に
、
人
権
委
員

会
、
人
権
裁
判
所
お
よ
び
閣
僚
委
員
会
の
三
者
を
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム

E
B宮
S
3
2
m
B
e『
耳
2
2包
括
出
E
B
S

E
岡
町
宮
」
と
称
す
る
の
は
、
江
島
晶
子
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
の
発
展
|
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
一

議
定
書
調
印
を
契
機
と
し
て
|
|
」
明
治
大
学
短
期
大
学
紀
要
五

七
号
(
一
九
九
五
年
)
三
回
頁
で
あ
る
。

(
6
)
Y
E
Cロ
p
-
u
E
m
-
-
s
a
印
酔
〈
帥

mm
〈

-
C
5
a
E
E
E
o
s
-
同
区
開
口
円
・

円以・出
-m・(回目『〉)一
ω
肘
己
同
国

-m・
m
g》.
由
、
司
l

}

∞
吋
(
-
唱

Axe-

(
7
)
〉
漂

y
z。∞
・
也
、
可
∞
C
ミ
h
f
a甲
山
山
(
}
¥
吋
凶
同
∞
開
口
『
・
向
。

5
5
d
国

-m-J円
切
・

開

C
同

-
n

。Z
〈。
z
z
m
-
∞

M
l
-
M
O
(
S
J
a
y
品

開

口

『

門

U
O
B
B
i
z
-
m
-

開
C
同

国

-m-mE-
お
N
(
苔
ぷ
)
・
ま
た
、
ト
ル
コ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

条
約
の
関
係
に
つ
い
て
、
戸
田
五
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と

ト
ル
コ
の
地
位
l
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
五
条
に
基
づ
く

ト
ル
コ
の
宣
言
及
び
そ
の
有
効
性
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委

員
会
の
判
断
を
素
材
と
し
て
|
|
」
国
際
九
一
巻
五
号
(
一
九
九

二
年
)
一
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(8)
こ
の
事
件
は
、
ト
ル
コ
が
人
権
裁
判
所
の
管
轄
権
を
拒
否
し
た

た
め
、
人
権
裁
判
所
に
付
託
さ
れ
て
い
な
い
0

0
・』目

zhkm周
回

目

司

〉
「

J

F
〉

要

。

唱

叶

Z
問

問

C
問
。
司
岡
山
〉

z
n。
Z
〈
巴

4120z
。

z
z
c
p由〉
z

m
目。ZJ『
印
凶
叶
目
。
門
町
品
(
-
。
甲
山
山
)
・

(
9
)
た
と
え
ば
、
一
九
六

0
年
代
に
人
権
委
員
会
を
検
討
す
る
論
文

と
し
て
、
芹
田
健
太
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
委
員
会
の
活
動
と
そ

の
性
格
(
上
)
(
下
)
|
|
人
権
の
国
際
的
保
障
と
国
家
主
権
の

問
題
を
め
ぐ
っ
て
|
|
」
論
叢
七
九
巻
一
号
(
一
九
六
六
年
)
八

O
頁
以
下
、
二
号
(
一
九
六
六
年
)
六
二
頁
以
下
が
あ
る
。
ま
た
、

人
権
委
員
会
に
つ
い
て
そ
の
「
性
格
、
構
成
、
任
務
、
個
人
訴
願

の
受
理
、
審
査
手
続
」
お
よ
び
人
権
裁
判
所
に
つ
い
て
の
「
成
立
、

管
轄
、
裁
判
部
と
全
体
会
議
、
判
決
と
そ
の
執
行
」
は
、
宮
崎
・

前
掲
論
文
(
註
5
)
一
二
ハ
一
頁
以
下
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
他
に
、
高
野
雄
一
「
人
権
に
関
す
る
西
欧
機
構
の

国
際
的
保
障
」
同
『
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
』
(
岩
波
書
庖
・

北法49(4・206)974
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』。

2
2
8
Z
(委
員
・
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
)
、
〉

-
r足
。
。

N
E
C〈
宗

(
委
員
・
ト
ル
コ
)
、
〉

5
2
者
回
目
戸
(
委
員
・
ル
ク
セ
ン
、
フ
ル

ク)、

r
s
'
o
g号
印
。
〈
開
問
(
委
員
・
フ
ラ
ン
ス
)
、
民
吉
田

口〉

Z開己
5
(委
員
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
)
、
。
g
E
F聞
広
島

4zdZ開

(
委
員
・
ノ
ル
ウ
ェ
ー
)
、

E
-
乙
U
2
5
E
o
y
p司
-Z開
N
m
g
N
(委

員
・
ス
ペ
イ
ン
)
、

Q
5
2
2
F
-
m。
N〉
百
回
(
委
員
・
ギ
リ
シ
ャ
)
、

U
5
E
U
U
Jヘ
(
委
員
・
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
)
、

E
z
r
z
F
C巴内〉
5
E

(
委
員
・
キ
プ
ロ
ス
)
、
回

g
a
E
玄
〉
同
国
間
(
委
員
・
リ
ヒ
テ
ン

シ
ユ
タ
イ
ン
)
、
玄

Ror
〉・

z。
室
内
百
(
委
員
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
)
、

同『
2
2
の
〉
回
目
〉
戸
切
〉
問
問
問
。
(
委
員
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
)
、
∞
目
白
色
白
ぎ

の
o
z
g同
国
(
委
員
・
イ
タ
リ
ア
)
、

z
g
g
回
開
己
N〉
(
委
員
・
連

合
王
国
)
、
同
ヨ
司
何
回
目

UE一
回
(
委
員
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
)
、
』
区
富

dnFP

(
委
員
・
チ
エ
コ
)
、
。

g
E
∞〈
K
F

回J
1

(

委
員
・
ス
ロ
パ
キ
ア
)
、

。
g
a
m
-出
回
(
委
員
・
ド
イ
ツ
)
、
〉
ロ
窓
口
罰
百
z
n
(委
員
・
ス

ロ
ベ
ニ
ア
)
【
UOBo--ロ
空
間
回
〉
Z

(
委
員
・
ル
ー
マ
ニ
ア
)
、
宮
町
門

戸
。
自
己
盟
(
委
員
・
デ
ン
マ
ー
ク
)
、

E
『
昨
日
空

U
F
(委
員
・

オ
ー
ス
ト
リ
ア
)
、

m
m
E
C
g
∞
田
口

CZ〉
切
(
委
員
・
リ
ト
ア
ニ
ア
)
、

F
E
〉
・
〉
F
E
Y白
〉
(
委
員
・
オ
ラ
ン
ダ
)
、
呂
町
円
〈
戸
〉
〉
言
。

(
委
員
・
ア
ン
ド
ラ
)
、
富
包
出

5
Z
(委
員
・
エ
ス
ト
ニ
ア
)
、

m
o
z
g
z円
。
口
Z
(委
員
・
サ
ン
マ
リ
ノ
)
、
と

m
E
E
R
∞-

〉
岡
山
〉
回
〉
巴
開
〈
(
委
員
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
)
、
富
』

ngz
母
印
〉
戸
〈
広

(
事
務
総
長
・
イ
タ
リ
ア
)
、

E
r
E
E山問。
Z
(事
務
総
長
代
理

・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
)
、
す
な
わ
ち
締
約
国
数
と
委
員
数
が
三
二
お
よ

び
事
務
総
長
一
人
と
そ
の
代
理
一
人
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

(
ロ
)
一
九
五
九
年
一
月
一
一
一
日
に
、
人
権
裁
判
所
の
発
足
は
、
「
世
界

最
初
の
人
権
保
護
の
た
め
の
国
際
裁
判
所
」
(
山
下
・
前
掲
論
文

(註
5
)

一
八
二
頁
)
の
誕
生
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

人
権
裁
判
所
の
「
活
躍
は
め
ざ
ま
し
く
、
人
権
の
分
野
に
独
自
の

判
例
法
を
形
成
し
て
い
る
」
(
杉
原
高
嶺
『
国
際
司
法
裁
判
制
度
』

(
有
斐
閣
・
一
九
九
六
年
)
一
一
一
頁
)
と
い
う
定
評
も
あ
る
。
な

お
、
一
九
九
八
年
四
月
現
在
、
人
権
裁
判
所
は
、
刃
包
。
弓
田
問
問
Z
Z
〉
同
日

(
長
官
・
ド
イ
ツ
)
、

4
5『〈
F
E〉「玄回目。
Z

(
裁
判
官
・
ア
イ
ス

ラ
ン
ド
)
、
担
当
向
。

p
n
E
P
C
(裁
判
官
・
ト
ル
コ
)
、
尽
き
N

Y向〉
d
G由
開
問
(
裁
判
官
・
オ
ー
ス
ト
リ
ア
)
、

EEz--凶昔
5
E

罰
ゴ
ヨ
(
裁
判
官
・
フ
ラ
ン
ス
)
、
明
HOE-仏
玄

R
U。
Z
〉
F
O
(裁
判

官
・
カ
ナ
ダ
)
、
内
包

c
m
c
g
o
(
裁
判
官
・
イ
タ
リ
ア
)
、
と
マ

宮
口
問
問
的
苫
戸
玄
〉
Z
Z
(
裁
判
官
・
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
)
、
』

g
U開

富
男
問
問
(
裁
判
官
・
ベ
ル
ギ
ー
)
、

z
g
g
〈
〉
口
-
n
g
(裁
判
官
・

ギ
リ
シ
ャ
)
、
巴
回
目
印
一
σ
2
F
亨
FE占
(
裁
判
官
・
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
)
、

E

2
5
E「
(
裁
判
官
・
デ
ン
マ
ー
ク
)
、
閉
N
E
t
s
-
d穴同〉
Z
開Z
(
裁

判
官
・
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
)
、
〉
邑
B
E
Z
n
C
}曲
目
「
。
向
。
C

(
裁
判

官
・
キ
プ
ロ
ス
)
、
宮
芯
冨
包
山
富
。
自
Z
戸

E
(裁
判
官
・
ス
ペ
イ

ン)、

r
z
E
E
E
Z
U
(裁
判
官
・
連
合
王
国
)
、

E

E
日
回
・
回
〉

E

(
裁
判
官
・
ハ
ン
ガ
リ
ー
)
、

ζ
g
z巳
〉

2
8
5
F
O司問印刷
NOD-〉

(
裁
判
官
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
)
、

F
E
N
-
g
J
5
5
F古
田
(
裁
判
官
・

ス
イ
ス
)
、

Q
5
8宮
冨
弓
∞
巴
ロ
回
。

z
Z
Q
(裁
判
官
・
マ
ル
タ
)
、

北i去49(4・208)976
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r
R
可
玄
〉
甲
子
高
《
U
N
J
ヘ
甲
山
(
裁
判
官
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
)
、
E
S
H
E
-

。
。
再
Z
開
〈
(
裁
判
官
・
ブ
ル
ガ
リ
ア
)
、
図
。
吉
自
己
一
宮
司
只
(
裁
判

官
・
ス
ロ
パ
キ
ア
)
、
宮
円
四
こ
〉
玄
国
間
男
ー
(
裁
判
官
・
ス
ロ
ベ
ニ
ア
)
、

E
E
E
z
。
Z
E
4
(
裁
判
官
・
チ
エ
コ
)
、
甲

g
g
穴
己
回
目
的
(
裁
判

官
・
リ
ト
ア
ニ
ア
)
、

c
g
r。Z玄
5
(裁
判
官
・
エ
ス
ト
ニ
ア
)
、

関
関
口
出

E
〈
司
印
(
裁
判
官
・
ラ
ト
ビ
ア
)
、
古
田
恒
三
川
〉
∞
〉
O
問
〈
〉
「
「

(
裁
判
官
・
ア
ン
ド
ラ
)
、
虫
色
町
『
〈
〉
Z
U
宗
(
裁
判
官
・
オ
ラ
ン

ダ
)
、
司
E
2
3
玉男
C
(
裁
判
官
、
モ
ル
ド
パ
)
、
沼
健
冨
〈
2
2

(
裁
判
官
・
ル
ー
マ
ニ
ア
)
、
〈
。

-a可
百
三
回
2
E
〈
4
n
z
(
裁

判
官
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
)
、
主
包
吉
岡
門
司
。
巴
玄
〉
Z
O
〈
(
裁
判
官
・
ロ
シ

ア
)
、
回
目
号
室
旬
開
4
N
。

5
(調
査
官
・
ド
イ
ツ
)
、
宮
己
冨
〉
Z
C
Z
凹
〈

(
調
査
官
代
理
・
連
合
王
国
)
、
す
な
わ
ち
締
約
回
数
三
四
、
裁
判

官
人
数
三
四
お
よ
び
調
査
官
一
人
と
そ
の
代
理
一
一
人
で
構
成
さ
れ

て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
に
関
す
る
一
般
的
な
文
献
と

し
て
、
。
c
z
z
〉
閃

1

門
〉
r
d
h
h
h
h
U
5
2
0
8
-
0
4
N
H
丹
凶
凶
凶
品
U
E
〉
問
問
【
印
肉
『
〉
「
叫

旬

E
H
U
S
E
S
-
0
・
開
門
霊
∞
E
S
P
E
d
「
宮
〉
z
o
z
Z
〉
Z
U
ぎ
同
盟

問
》
岡
田
出
口
L

印巴
4
e

同吋3~Eぜ除内刈閃足ミ、、
.6も』、u
偽悶会叫弐R岱号阿司吉、苫刷内包2円忠ミ‘=、ミ叫
q」h「司足ミ、

開巴同。目司M凹〉Z∞Jベ『∞J吋『開玄-唱U

。同
J

↓「z開閉司》悶。↓凹【のリ‘吋叶H吋コ，
ι-
。z。同明り

z巴
冨
〉
Z

河E
-
5
。
z
↓
司
印
.
言
、
S
E
R
E
-
白
押
a
N
-
a
ま
品
・
村
上
和
夫
「
ま
す
ま
す
拡

充
・
強
化
さ
れ
る
こ
つ
の
国
際
司
法
機
関
|
l
E
C
裁
判
所
と
欧

州
人
権
裁
判
所
を
訪
ね
て

1

1
」
法
セ
四
三
三
号
(
一
九
九
一
年
)

八
二
頁
以
下
、
佐
藤
丈
夫
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
の
管
轄
権

に
関
す
る
一
考
察
」
皆
川
洗
先
生
還
暦
記
念
『
紛
争
の
平
和
的
解

決
と
国
際
法
』
(
北
樹
出
版
・
一
九
八
一
年
)
一
一
一
一
七
頁
以
下
、
同

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
と
倒
人

|
i
「
公
正
な
満
足
」
付
与

の
問
題
を
中
心
に
|
|
」
成
城
七
号
(
一
九
八
O
年
)
一

O
七
頁

以
下
、
野
村
二
郎
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
」
判
タ
五
回
二
号

(
一
九
八
五
年
)
九
頁
以
下
な
ど
が
あ
る
。

(
日
)
閣
僚
委
員
会
に
つ
い
て
は
、
「
政
治
的
機
関
に
よ
る
国
際
紛
争
の

処
理
が
、
多
数
決
を
も
っ
て
行
わ
れ
、
し
か
も
拘
束
力
を
も
つ
の

は
、
国
際
社
会
で
は
ま
れ
」
で
あ
り
、
そ
の
機
能
は
「
新
し
い
独

特
の
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
。
高
野
雄

一
『
国
際
社
会
に
お
け
る
人
権
』
(
岩
波
書
庖
・
一
九
七
七
年
)
二

四
五
頁
。
M
2
b
p
q
u
o
z
z
〉
司
〉
F
J

言
、
5
5ぉ
5
4
白
円
以

(
H
)
薬
師
寺
公
夫
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
於
け
る
国
家
の
申
立

権
と
国
内
的
救
済
原
則
の
適
用
可
能
性
」
神
戸
商
船
大
学
紀
要
第

一
類
文
科
論
集
三
O
号
(
一
九
八
一
年
)
二
九
頁
以
下
参
照
。

(
日
)
個
人
の
申
立
権
を
完
全
な
権
利
と
し
て
認
め
、
国
の
権
限
と
い

う
障
壁
を
明
白
に
乗
り
越
え
て
い
る
の
は
、
米
州
人
権
条
約
の
み

で
あ
る
。
ス
ユ

1
ド
ル
(
建
石
訳
)
・
前
掲
書
(
註
5
)
一
一
一
一
頁
。

(
同
)
国
際
法
学
会
編
『
国
際
関
係
法
辞
典
』
(
三
省
堂
・
一
九
九
五
年
)

八
=
二
貝
。

(
口
)
「
巴
同
開
の
口
出
品
開
Z
4
a
M
T
開
己
向
。
間
以
閉
山
〉
Z
E
C
一
云
〉
Z
刃
向
。
ヱ
」
『
印
、
『
〉
-
c
z
。
〉

門
川
〉
担
問
C
Z
U
同
国
叶
宮
町
内
O
Z
〈
間
Z
吋
『
。
z
-
u
(
-
喧
唱
品
)
・

(
凶
)
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
九
O
年
一
二
月
六
日
に
署
名
の
た
め
に

開
放
さ
れ
た
第
九
議
定
書
に
よ
り
、
個
人
は
、
直
接
に
人
権
裁
判

北法49(4・209)977
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所
に
そ
の
申
立
を
付
託
す
る
権
利
が
与
え
ら
れ
た
。
同
議
定
書
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
一
一
一
条
第
二
項
、
第
四
四
条
、
第
四
五

条
お
よ
び
第
四
八
条
を
改
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

改
正
に
つ
い
て
は
、
「
個
人
自
身
が
裁
判
所
に
対
し
て
自
己
の
事
件

を
提
起
す
る
こ
と
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と

は
、
単
に
既
存
の
構
造
を
完
全
な
も
の
に
す
る
だ
け
」
で
あ
る
と

評
価
さ
れ
て
い
る
。
薬
師
寺
公
夫
「
人
権
裁
判
所
に
対
す
る
個
人

の
訴
権
(
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
九
議
定
書
)
」
立
命
三
号
(
一

九
九
一
年
)
一
一
七
頁
。
ま
た
、
第
九
議
定
書
締
約
国
に
適
用
さ

れ
る
申
立
手
続
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
小
畑
郁
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
条
約
に
お
け
る
実
施
機
構
の
改
革
と
個
人
|
|
実
施
機
関
に
お

け
る
個
人
の
『
裁
判
を
、
つ
け
る
権
利
』
の
視
点
か
ら

1

1
」
法
民

三
O
四
号
(
一
九
九
五
年
)
一
四
頁
の
図
を
参
照
。

(
問
)
}
内
タ
同
門
O
Z
E
事
件
(
〉
宅
・
2
0
S
S
ミ
デ
己
開
山
=
『
-
n
O
B
B
.
=

国

-
m
-
J
「
・
∞
・
開
C
同
・
。
。
Z
〈
・
。
z
z
m
-
凶
∞
∞
・
凶
唱
一
N

(

}

唱
J
3
)
)
に
お
い
て
、

人
権
委
員
会
は
、
例
人
に
つ
い
て
の
、
警
察
の
護
衛
・
保
護
の
継

続
を
求
め
る
主
張
を
却
下
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
特
別
保
護
は

し
ば
ら
く
与
え
ら
れ
て
い
た
。

(却

)
g
a
-
者
〈
-
c
z
a
E
E
m
e
s
事
件
(
〉

3
・Z0・

3
お
¥
∞
ア
出

開
R
-
n
o
S
E
d
z
-
m
・

0
開(リ・hrmn-v・

3
0
2
混
凶
)
)
。
ま
た
、

M
ハ
〈
-

C
E
E
E
ロ
立
。
冨
吉
弘
同
B
E
E
事
件
(
〉
宅
-
z
o
混
同
事
M
ゆ
未
掲

載
)
に
お
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二

条
が
「
確
か
に
国
側
の
積
極
的
な
義
務
を
生
じ
う
る
も
の
で
あ
る
」

と
指
摘
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
か
ら
、
い
か
な

る
暴
力
の
可
能
性
を
除
外
す
る
た
め
の
、
積
極
的
な
義
務
を
導
き

出
せ
な
い
こ
と
を
つ
け
加
え
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
同
》
.

〈
〉
Z
U
E
甲
山
件
。
・
し
『
・
z
.
〈
〉
Z
図
。
。
明
叶
出
問
。
同
J
べ
〉
Z
U
噌
同
〉
内
↓
同
〔
一
一
問
。
同
U

E
間
同
日
。
百
〉
Z
内
。
z
百
五
問
。
z
。
Z
河
口
玄
〉
Z
E
C
Z
↓
M
M
-
∞
(
N
a
a
-

-沼市
W

C

)

参
照
。

(
幻
)
玄
2
・d
ぞ
〈

-
C
岳
町
内
回
目
ロ
1
0
B
事
件
に
つ
い
て
、
右
註
参
照
。
同

事
件
に
お
い
て
、
申
立
人
は
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
亡
く
な
っ
た

彼
女
の
夫
と
兄
弟
の
死
に
つ
い
て
申
立
を
し
て
い
た
が
、
人
権
委

員
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
も
と
に
お
け
る
申
立

を
審
査
す
る
際
に
、
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
テ
ロ
行
為
と
戦

う
た
め
に
連
合
王
国
に
よ
っ
て
と
ら
れ
る
措
置
の
適
切
さ
と
能
率

を
詳
細
に
考
慮
す
る
こ
と
は
委
員
会
の
作
業
で
は
な
い
と
い
う
結

論
に
達
し
た
。

(
辺
)
×
戸
町
n
g
邑
事
件
(
〉
宅
-
Z
0
・

2
ヨ
ミ
品
¥
こ
凶
巳
『
・
門
U
D
E
B
.口
出

-m

ロ
開
門
川
伶
閉
山
間
司
斗
∞
(
】
活
。
)
)
に
お
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
第
二
条
が
積
極
的
な
措
置
を
と
る
義
務
を
固
に
も
課

し
う
る
か
ど
う
か
の
問
題
を
残
し
た
。

(
お
)
〉
回
目
c
n
E
5
=
×〈
-
C
E
a
E
ロ
関
与
。
ョ
事
件
(
〉
宅
-
Z
O
叶

-Zミ
少

主
閉
山
巴
円
【
U
O
B
B
i
z
-
m
U
関
門
川
仲
間
山
目
指
・
凶
]
(
苫
吋
∞
)
)
に
お
い
て
、
人

権
委
員
会
は
、
第
一
文
が
「
第
二
丈
に
お
い
て
包
含
さ
れ
た
も
の

よ
り
幅
広
い
義
務
を
国
に
」
課
し
て
お
り
、
国
が
生
命
を
保
護
す

る
た
め
に
適
切
な
措
置
を
と
る
義
務
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
ま
た
、

北法49(4・210)978



ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について (2) 

印

-gg'zm『O
E
〈・〉

E
a
E
事
件
(
〉
宅
-
Z
0
・

3
8
¥
$
-
E
E円-

n
o
s
s
a
口
白
河

JR-∞
・
明
白
間
内
O
Z〈
。
z
z
m
-
凶凶
M一
(SJコ
)
)
に
お
い

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
基
づ
く
申
立
は
、
拘
置
所

に
お
け
る
医
療
看
護
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
×

〈・

3
ι
s
-
m
8
5
-
5
0叫

E
5
2『
事
件
(
〉
宅
・

20・
3
ヨミ
-
E

m
E『・内。ョ
5
4
口
出
-m-Jへ
・
切
開
C
同・内。
Z〈
。
zz-m-
品
双
山
(
}
唱
斗
】
)
)
に

お
い
て
、
病
身
の

X
を
家
か
ら
退
け
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
国

内
裁
判
所
の
命
令
に
対
す
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に

基
づ
く
申
立
は
、
「
明
白
に
根
拠
不
十
分
」
で
人
権
委
員
会
に
よ
っ

て
判
断
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
事
件
に
つ
い

て
、
人
権
委
員
会
は
、
生
命
権
を
保
護
す
る
義
務
が
財
産
権
に
優

先
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
判
断
し
た
。
な
お
、

Z
E
E
〈
-
C
E
a

E
a号
B
事
件
(
〉

3
・
Z
0
・
出
-cヨ
お
よ
び
〉
苦
-
Z
0
・

2
2ミ
M
'

全
開
宮
内
O
B
B
.
E
z
-
-戸
内
O「
「
・
凶
(
戸
当
∞
)
)
に
お
い
て
、
第
二
条
の

違
反
に
関
す
る
主
張
は
、
国
内
救
済
措
置
が
尽
く
さ
れ
て
い
な
い

た
め
に
受
理
で
き
な
い
と
宣
言
さ
れ
た
が
、
生
命
権
を
保
障
す
る

た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一
条
の
も
と
に
お
け
る
国
の
義

務
は
、
人
権
委
員
会
の
報
告
書
に
お
い
て
多
く
議
論
さ
れ
た

o
p向

。
忍
〉
声
咽
h

吾、

a
s
s
-
0・包
M
-
O
ロC
円
四
志
・
こ
の
実
行
に
対
す
る
再

検
討
と
批
判
に
つ
き
、
之
内
ね
な
も
国
〉
・
円
高
〉
〉
巴
。
。

E
4
3町

内
)
守
口
1

h
b
H
S
E
N
-
E
河内同宮内
H
3
S
丸
町
司
会
問
、
ロ
ミ
ミ
ョ
志
向
泊
目
立
H
H
E
U
H
町
・
吉
田
・
。

閉山〉室内回〉同〉
Z-
叶
司
問
問
問
。
=
↓
↓
。
戸
門
司
開
門
z
-
Z叶問問
Z〉吋向。
Z〉
F

円、〉宅

-ao・
-
E
J
ア目、可申(戸唱∞凶)

(
弘
)
〉
回
目
。

g
g
D
M〈
〈
・
∞

5
R
E
g
a
事
件
(
〉
宅
-
Z
0
・
三
宮
ミ
少
N
C

関口『
-
n
O
B
B
.口
出
-m-J「
・
切
開
C
同
角
。
Z
〈・。
z
z
-
m
-
A
2
M
(
】
喝
、
コ
)
)
に

お
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
生
命
へ
の
一
定
の
危
険
と
結
び
付
い

て
い
る
予
防
接
種
制
度
の
場
合
、
政
府
が
こ
の
よ
う
な
起
こ
り
う

る
結
果
に
つ
い
て
直
接
責
任
を
と
る
べ
き
と
は
言
え
な
い
と
判
断

し
た
。
こ
れ
を
も
と
に
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の

も
と
に
お
い
て
行
政
上
の
過
失
に
よ
る
輸
血
か
ら
〉
己
的
に
感
染

す
る
危
険
に
対
し
て
国
が
適
切
な
保
護
を
提
供
す
べ
き
こ
と
が
主

張
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
場
合
、
「
予
防
接
種
禍
訴
訟
に
関
し
て
、

国
の
公
益
の
た
め
の
正
当
な
活
動
に
起
因
し
て
生
命
・
身
体
に
対

す
る
重
大
な
被
害
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
し
か
も
利
益
状
況
が

必
ず
し
も
複
雑
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、

裁
判
所
が
救
済
措
置
を
講
ず
る
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
憲
法
二
二

条
の
要
請
に
応
え
る
司
法
権
の
活
動
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と

い
う
見
解
が
見
ら
れ
て
い
る
。
佐
藤
幸
治
H
中
村
陸
男
H
浦
部
法

穂

H
樋
口
陽
一
日
山
内
敏
弘
H
森
英
樹
『
憲
法
入
門
(
一
)
』
〔
新

版
〕
(
有
斐
閣
・
一
九
九
四
年
)
一
一
一
一
一
l
一
二
三
頁
〔
佐
藤
幸
治

執
筆
〕

0

(
お
)
ま
た
、
↓
告
白
・
2
〈

-Jgn何
事
件
(
〉
宅
・

20・
-
8
3
¥唱C
e

閉山
E
円・

門リ。ョヨ
d

z
・-
N

・
2
3
-
Y
未
掲
載
)
に
お
い
て
は
、
申
立
人
の
妻
は

出
産
す
る
際
に
病
院
で
亡
く
な
っ
た
が
、
国
内
裁
判
所
に
お
け
る

民
事
上
の
主
張
は
病
院
に
過
失
は
な
い
と
し
て
却
下
さ
れ
た
。
こ

の
申
立
は
、
病
院
が
適
正
な
手
続
に
則
っ
て
い
た
と
い
う
理
由
に
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研究ノート

よ
っ
て
受
理
で
き
な
い
と
判
断
さ
れ
た
。
人
権
委
員
会
は
、
病
院

の
手
続
を
詳
細
に
審
査
す
る
こ
と
を
回
避
し
た
。
国
〉
問
問
広
田
〉
F
-

E

同語、、
b
E
C
R
刊】
0
・mw
【品】・

(
却
)
}
〈
〈
・

Z
門田町『白】河
8
5
-
R
O『
。
R
B
B可
事
件
(
〉
苫
・

zo-

-O凶
か
凶
九
∞
凶
・
斗
開
E
『《
U
0
5
5
d
z
-
m
-
開
C同
-
Z
-
m
-
m国
y
-
U
M
-
-凶一出

会
遺
品
)
)
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
は
「
非
人
道
的
な
若
し
く

は
品
伎
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
」
を
禁
じ
て
い
る
。

(幻

)
M
2
0
3〉
z
r
h段
、
ミ
ロ
。
8
5・
2MM--

(
お
)
こ
の

Z
包
含
才
目

E
e
E
m
8
5
z
n
o『。
q
g
g『
事
件
(
〉
宅
・

zo--BCAF¥∞
ueU()
開
E
n
o
s
s
d
z
m
U開
門
リ
待
問
問
司

MU恒

三
喜
】
)
)
に
お
い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
生
命
を
危
険
に
さ
ら
す

強
制
的
な
家
の
占
有
刺
奪
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
違

反
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
た
×
〈
・

p
e
E
m
m
3
5
f
c『。白『
S

B
S可
事
件
(
言
、
5
5
B
N
a
-
包
$
吋
)
に
も
言
及
し
な
が
ら
、
判

断
に
至
ら
な
か
っ
た
。

(
却
)
出
口
間
宮
町
田
〈
-
C
E
E
E口
問
号
ヨ
事
件
(
〉
3
Z
0・
ニ

3
0
¥∞
少
品
∞

阿佐
H

『・【
UOBB.=
出・岡山
-
u
m
n
h
r
閉山田
-MU∞
(
苫
∞
岱
)
)
こ
の
よ
う
な
義

務
は
、
不
作
為
に
は
刑
事
責
任
を
科
さ
な
い
と
い
う
国
内
法
に
お

け
る
一
般
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
に
反
す
る
で
あ
ろ
う
。

(
却
)
〉
3
・
Z
0・
吋
弓
示
。
回
目
・
内
OFP向
-
O
R
(
3
8
)
M
-
こ
の
事
件
に
つ

い
て
は
、
』
閃
∞
-m-〉垣内岡山寸叶
-
H，
E
問
〉
弔
口
内
〉

J

『5zo-u
叶
Z開
開
C問。

自
室
内
O
Z
5
5
2
2
Z
C
5
z
E
。
雪
国
当

E
a
-
-申
告
)

参
照
。

(
訂
)
冨
円
円
U
S
P
E
B
-
-
g色
白
血
〈
恒
常
〈
・
ピ
ロ
仲
間
色
白
昌
弘
。
ョ
事
件

(〉
2
y
Z
0・
-
∞
唱
∞
品
¥
唱
ア
開
口
『
・
内
。
ョ
B
i
z
-
m
-
n
o玄
列
国
》
・
崎
町
民
司
円
筒
釦
-

M

凶
凶
(
戸
遺
品
)
)
参
照
。

(
m
M
)

。
ε
R
eロ〈
-
F
g
n
m
事
件
(
〉
宅
-zo--a司
さ
き

(
-
3
3・
未
掲

載
)
o
F
P
富
山
∞
男
〉
「
よ
M

吾
E

Sぉ
5
咽
己
主

(
お
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
審
議
会
の
枠
組
に
お
け
る
社
会
的
な
権
利
は
、
一

九
六
一
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
憲
章
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
比
べ
る
と
、
こ
の
憲
章
は
申

立
権
の
規
定
を
欠
い
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
憲
章
に
つ
い
て

は
、
。
。
Z
Z〉
。
cy--開
Z
閃
吋
〉
「
・
「
〉
者
〉
2
0
司
同
〉
向
、
『
再
開
。
明
司
zm

凹己問。司岡山〉
Z
の。
Z〈開
Z
4
-
o
z
o
z
z
c
y白〉
z
m向
。
国
司
∞
〉
Z
U
4
2開

開己問。

E
〉
Z

M。
。
〉
戸
内
国
〉
雪
間
間
以
ゴ
ム
凶
∞
(
】
遺
品
)
岨
玄
〉
寸
口

同》開「「。
Z
司〉
L
f

町内角川、同己主九円・

h
q
ミ
2
~

ロ
ヨ
ヘ
山
内
ミ
宮
、
EE~

河合、
HH'F

玄
叶
Z
開

開
巴
問
。
司
開
〉
Z
印J

「印
4mp品

開

UO同叶司開閉》問。↓凹【
U・Hd
向。
z
o司
E
C豆〉
zm-CZ4出
a

hhhhus=OBM-
刊再∞凶山中・∞
JE咽円
k

〉
玄
玄

J

円
切
開
-H4間
z
h
w
U巴
[
冨
〉
ロ
向
〉
円

。開〈-叶『・
4

「
国
間
司
同
04m【U4-。
z
o司同
UCZU〉豆開
Z〉
戸
印
O(U-〉「同州【。
zj『的

問

Z
叶
ヱ
開
開
C同
C
E〉
Z
5
4
5
Z
(
]
遺
品
)
に
お
い
て
詳
し
く
検
討
さ
れ

て
い
る
。

(
出
)
条
約
の
発
展
的
な
解
釈
に
つ
い
て
、
人
権
裁
判
所
は
、
む
ち
打

ち
刑
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
の
口
四
位
を
傷
つ
け
る
取
り

扱
い
に
か
か
わ
る

d
円相円〈
-
C呂

a
E呂
号
B
事
件
(
民
開
巴
『
・

0
・

z-m・
3
2
〉
)
包
宮
包
・
ど

(-2∞
)
)
に
お
い
て
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
条
約
は
、
生
き
て
い
る
国
際
文
書
で
あ
り
、
人
権
委
員
会
に
よ
っ
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ヨーロッパ人権条約第2条の生命権については)

て
正
し
く
強
調
さ
れ
た
と
お
り
、
そ
れ
は
、
今
日
の
状
況
に
照
ら

し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
判
示
し
た
。
吋
三
叩
叫
事
件

の
概
要
は
、
北
村
泰
三
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
と
国
家
裁
量
|
|

評
価
の
余
地
に
関
す
る
人
権
裁
判
所
判
例
を
契
機
と
し
て
|
|
」

新
報
八
八
巻
七
日
八
号
(
一
九
八
三
年
)
六
四
l
六
五
頁
、
お
よ

び
田
畑
茂
二
郎
H
太
寿
堂
鼎
『
国
際
法
』
{
新
版
]
(
有
信
堂
高
文

社
・
一
九
八
八
年
)
六
八
頁
以
下
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
人
権
裁
判
所
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
六
条
の
公
正
な
裁

判
に
つ
い
て
の
権
利
に
か
か
わ
る
〉

5
可〈・

z
z
E
事
件
(
同

開

R
-
o
z
-
m・
3
2・
と
と
宮
町
白
-
M
a
(
】
主
唱
)
)
に
お
い
て
、
「
条
約

は
今
日
の
状
況
に
照
ら
し
て
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か

も
そ
れ
は
現
実
か
つ
実
際
の
方
法
で
伺
人
を
保
護
す
る
た
め
に
設

計
さ
れ
て
い
る
。
条
約
が
重
要
な
市
民
的
か
つ
政
治
的
な
諾
権
利

を
詳
し
く
規
定
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
多
数
の
権
利

は
、
社
会
的
ま
た
は
経
済
的
な
性
質
に
つ
い
て
の
内
在
的
な
も
の

を
含
ん
で
い
る
」
と
判
示
し
て
い
る
。
本
件
は
、
〉

5
可
夫
人
が

夫
と
の
婚
姻
取
消
に
つ
い
て
の
命
令
を
、
「
弁
護
士
に
支
払
う
べ
き

料
金
が
極
め
て
高
い
」
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
、
高
等
裁
判
所

に
請
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
ミ
・
良
吉

g
-
E
同
事
件
に
つ
い
て
、

小
畑
郁
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
に
お
け
る
国
家
の
義
務
の
性
質

変
化
(
二
)
・
完

l
l
『
積
極
的
義
務
』
を
め
ぐ
る
人
権
裁
判
所

判
決
を
中
心
に

l
l」
論
叢
二
て
-
巻
三
号
(
一
九
八
七
年
)
七

六
頁
以
下
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

(
お
)
規
約
人
権
委
員
会
の
一
般
的
意
見
ア
白
己
P
3
3い
参
照
。
ま
た
、

日
本
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
ユ
m
z
s
z
p
が
、
現
在
は
、
広
く
経
済

的
側
面
(
生
存
権
と
関
連
)
・
軍
事
的
側
面
(
平
和
的
生
存
権
)

環
境
的
側
面
(
環
境
権
)
等
に
お
い
て
、
世
界
的
に
し
か
も
構
造

的
に
侵
害
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
の
認
識
の
も
と
に
、
今
後
、
身
体
の

自
由
中
心
の
生
命
権
に
限
定
せ
ず
、
そ
れ
ら
を
統
一
的
に
把
握
す

る
た
め
に
、
そ
の
根
底
に
あ
る
ユ
m
E
S
-
-
r
の
一
一
層
の
考
察
が
必

要
と
さ
れ
て
い
る
」
、
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
(
堀

江
薫
「
国
際
的
な
人
権
の
保
障
に
関
す
る
一
考
察

l
l
人
身
の
自

由
に
関
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
裁
判
所
「
ゾ

l
リ
ン
ク
対
連
合
王

国
事
件
』
判
決
を
手
が
か
り
と
し
て
|
|
」
専
法
二
二
号
(
一
九

九
三
年
)
四
三
四
四
頁
)
。
し
か
し
、
生
命
権
に
関
わ
る
積
極
的

な
義
務
に
つ
い
て
の
側
面
は
、
社
会
権
に
属
す
べ
き
と
い
う
議
論

も
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
聞
が
生
存
を
維
持
す
る
た
め
の
、

た
と
え
ば
医
療
看
護
と
い
う
よ
う
な
特
定
の
保
護
は
、
必
要
不
可

欠
な
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
国
際
人
権
規
約
A
規
約
第
二
一
条

の
身
体
の
健
康
を
享
受
す
る
権
利
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
社
会
的

権
利
の
側
面
に
属
し
て
い
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

J
『

-
E
Z∞司
-z-

呂
町
、
叫
凡
旬
、
w
H
H
q
N
L
H
F
h
u
h
q
丸
町
ミ
を
同
町
句
ミ
台

s
h
h
r
守
司
町
、
.
ざ
叶

z
m

H
Z司
自
N
Z〉
d
o
z〉
「
即
日
「
「
。

-um-O有
『
回
ご
凶
(
国
内
ロ
在
ロ
刊
品
・
】
宮
市
川
】
)
・

(
幻
)
「
す
べ
て
の
者
の
生
命
」
と
い
う
条
文
規
定
が
胎
児
の
生
命
を
含

ん
で
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
判
断

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
第
四
章
に
お
い
て
紹
介
す
る
。

北法49(4・213)981
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(
お
)
叶
官
官
昆
白
旬
、
H
4
5
2
〈-
C
口
町
色
白
星
号
ヨ
事
件
(
凶

C
E司・
0
・

出

-m・
3
R
-
z
e
E【
方
向
白
・
芯
(
}
3
M
)
)
(

サ
ン
デ
・
タ
イ
ム
ズ
事
件
)

に
お
い
て
、
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
一

O
条
の
「
法

律
」
と
い
う
文
言
を
解
釈
す
る
と
き
に
、
人
権
裁
判
所
が
示
し
た

判
断
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
事
件
の
概
要
は
、
北
村
・
前
掲
論
文

(
註
訓
)
七
八
l
八
一
頁
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)
阿
〈
-
H
8
E
E
事
件
に
つ
い
て
、
本
節
註
辺
参
照
。
同
事
件
に
お

い
て
、
人
権
委
員
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
が
テ
ロ

リ
ス
ト
に
よ
る
殺
人
を
防
止
す
る
こ
と
を
含
む
、
国
の
積
極
的
な

義
務
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
積
極
的
な
義
務
が

(
北
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
)
と
ら
れ
た
措
置
を
越
え
る
も
の
で
は
な

い
と
判
断
し
た
。
ま
た
、
明
。

-znog-叶
日
岡
山
戸
』
問
。
百
〉
Z
内
O
Z
〈間
Z』

ベ目。
z
。
z
E
C
F占〉

Z
E。
z
d
M
】
(
-
ヨ
凶
)
は
、
「
個
人
へ
の
作
為
お
よ

び
不
作
為
に
よ
る
保
護
を
保
障
す
る
政
府
の
義
務
は
、
第
一
条
と

と
も
に
第
二
条
第
一
文
に
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
義
務
の
内
容
お
よ
び
範
囲
は
、
抽
象
的
で
指
摘
し
が
た
い
」

と
述
べ
て
い
る
。
国
の
義
務
が
ど
の
よ
う
な
形
で
個
人
と
個
人
と

が
関
係
す
る
領
域
に
及
ぶ
の
か
、
ま
た
、
私
的
領
域
に
国
の
積
極

的
義
務
が
及
ぶ
と
し
て
、
国
が
い
か
な
る
方
法
で
そ
の
義
務
を
履

行
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
中
井
伊
都
子
「
私
人
に
よ
る
人
権
侵

害
へ
の
国
家
の
義
務
の
拡
大
(
二
|
|
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

l
l」
論
叢
一
一
一
一
九
巻
三
号
(
一
九
九
六
年
)

四
一
頁
以
下
に
お
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。

(判
)

Z
〉
田
岡
山
広
岡
山
、
『
〉
「
言
、
ミ
ロ
c
s
-
0・白己∞・

(

引

)

同

U

〉
ぞ

2
1・h

宮、5
5同

町
岩
岨
白
押

3
・

(
位
)
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
の
は
、
生
命
自
体
で
は
な
く
て
生

命
に
対
す
る
「
権
利
」
で
あ
る
と
い
う
見
解
に
基
づ
け
ば
、
生
命

に
対
す
る
広
義
の
理
解
に
基
づ
い
た
申
立
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

条
約
第
二
七
条
の
も
と
に
お
い
て
「
こ
の
条
約
の
規
定
に
抵
触
す

る
」
と
判
断
さ
れ
う
る
。
。
耳
〉
呂
、
・
h

号、
b

E

R

5・
R
M
ご

5
8

-。・
(
日
)
?
『

-P巳
MMM-

(
叫
)
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
七
条
に
お
け
る
「
文
明
諸
国
の
認
め

る
法
の
一
般
原
則
」
は
、
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
第
三
八
条
に
お

け
る
「
丈
明
国
が
認
め
た
法
の
一
般
原
則
」
と
い
う
文
言
か
ら
採

ら
れ
た
。
国
際
司
法
裁
判
所
規
程
は
、
こ
の
「
法
の
一
般
原
則
」

を
、
国
際
公
法
の
第
三
の
公
的
な
裁
判
基
準
と
し
て
認
め
て
い
る
。

係
争
国
の
間
に
国
際
条
約
が
調
印
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
国
の
一

般
的
慣
行
に
基
づ
く
国
際
慣
習
法
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
、
こ

の
欠
紋
を
埋
め
る
た
め
に
、
「
文
明
諸
国
に
よ
っ
て
」
、
つ
ま
り
、

国
際
社
会
に
お
け
る
構
成
田
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
「
法
の
一
般

原
則
」
に
準
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
o
Z〉
間
宮
山
司

〉
「
言
、
5
8
8
5岨
白
己
竺
心
巴
・
ま
た
、
「
法
の
一
般
原
則
」
に
関

す
る
邦
語
の
論
文
に
つ
い
て
、
福
王
守
「
『
法
の
一
般
原
則
」
概
念

の
今
日
的
意
義
と
問
題
点
(
こ
合
乙

l
l
ロ
l
タ
l
パ
ク
ト

を
通
じ
た
一
法
源
論
の
再
検
討
|
|
」
新
報
一

O
三
巻
九
号
(
一

jヒ法49(4・214)982



ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について (2) 

九
九
七
年
)
一
一
三
頁
以
下
、

一
一
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

(
M
M
)

生
命
権
に
関
す
る
文
献
は
、
死
体
の
取
り
扱
い
に
関
す
る
法
律

ま
た
は
慣
習
に
ほ
と
ん
ど
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
。
死
体
の
取
り

扱
い
に
つ
い
て
の
い
く
つ
か
の
原
則
は
、
普
遍
的
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
死
が
犯
罪
行
為
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
は
そ
の
他
の
理
由
に
基
づ
い
て
検
死
解

剖
が
決
定
さ
れ
た
場
合
に
、
警
察
の
許
可
な
し
に
埋
葬
を
禁
じ
る

原
別
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
法
の
一
般
原
則
」
を
文
明
諸
国
が

認
め
て
い
る
こ
と
は
、
生
命
権
を
確
保
す
る
手
段
の
一
部
分
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
囲
内
手
続
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
問
の
関

係
は
、
と
り
わ
け
、
×
〈
・

c
z
a
E
E
o
g
事
件
(
〉

3
z
o
'

A

出
品
目
、
斗
凶
咽
凶
開
E
『・内

O
B
B
.
=
z
m
o
n
n
-
h
r
m唱
-
E斗
(
s
a
)
)
(審

理
に
お
け
る
立
証
、
賠
償
に
つ
い
て
の
国
内
救
済
措
置
が
尽
く
さ

れ
て
い
な
い
)
お
よ
び
師
向

9
5・2
・
5
ぽ
色
白
昌
弘
。
日
事
件
主
宰
-

Z
P
5
0品
会
∞
ド
凶
宙
開
Z
『
-noヨ
富
岨
ロ

Z-m-umn-hwm国
ν
・
-aN
合唱
m
G
)
)

に
お
い
て
、
生
じ
た
。
ま
た
、
治
安
部
隊
が
恋
意
的
な
殺
害
を
し

て
い
る
と
疑
わ
れ
た
い
く
つ
か
の
国
に
お
い
て
、
死
体
の
迅
速
な

焼
却
を
認
め
て
い
る
こ
と
は
、
国
際
人
権
規
約

B
規
約
第
六
条
に

違
反
す
る
と
国
際
連
合
に
お
い
て
申
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

。司回〉国
F-FM
語、、むロ
OHo-0・阿国円
N--'N-M
口。円四一

N0・

(
判
)
こ
の
「
法
の
一
般
原
則
」
は
、
国
際
人
権
規
約

B
規
約
選
択
議

定
書
の
も
と
に
お
け
る
規
約
人
権
委
員
会
の
意
見
に
お
い
て
、
と

一
O
三
巻
一

O
号
(
一
九
九
七
年
)

く
に
ウ
ル
グ
ア
イ
に
対
す
る
事
件
、
ま
た
は
、
。
三
一
四
亘
書
血
事
件

(
Z。
・
=
己
主
叫
)
(
虐
待
)
、
虫
色
町
『
事
件

2
0・
凶
宝
ヨ
∞
)
(
第
六

条
の
違
反
に
お
い
て
判
断
さ
れ
た
在
監
者
の
行
方
不
明
)
に
お
い

て
も
常
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

mE-Z-m・
向
。
F
A
y
-
-

〉¥凶凶

K
0・
〉
守

口
開
岡
戸
己
目
URE--
品
(
-
喧
∞
。
)
お
よ
び
〉
¥
ヨ
ミ
C
L
P
ロロ何回

v
p
己宮司曲目・

∞
4
3
2
唱∞
M
)

参
照
。

(
灯
)
非
合
法
の
生
命
剥
奪
の
場
合
、
犯
罪
者
を
追
跡
・
起
訴
す
る
こ

と
に
つ
い
て
の
政
府
側
の
不
作
為
は
、
原
則
と
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
審
査
に
服
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
専
門
家
委
員
会
は
、
そ
の
報
告
書
に
お
い
て
こ
の

点
に
明
白
に
言
及
し
た
。
h
u

、
s
~
2
2
M
2
5旬
、
Y
S
H
H
E
m
g
a
z・

2
2
ミ
$
魚
河
句
ミ
『
ミ
ミ
ミ
53h門

リ

2
2
2白
色
、
同
司
足
、
言
、
同
均
九

hp号
室
hHE同

町

5
3
2
Cて

き
町
四

S
S
E
E
-
3
1
H句
己
等
S
R
h
a
z
h
b
喜

志
向
ヨ
ミ

sczbw-ロZ
R
m
m
H

如何℃
O

コC
叫
H
F
刊
の
。
B
B
M円円
8
0『開

V
F

四百円同叫目。

円宮町内。

ss-お
悶
え
玄
吉
広
8
3
0ご
宮
巾

n
o
Eロ
丘
一
三
間
巴
『
。
胃
・
即
時
M
凶

3
8
8
5
g
こ
3
5・
ま
た
、
こ
の
報
告
書
に
お
い
て
も
、
「
法
律

(
と
り
わ
け
、
適
切
な
立
法
と
そ
の
強
制
執
行
)
に
よ
っ
て
固
に

よ
る
と
ま
た
は
個
人
に
よ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
生
命
へ
の
故
意

の
侵
害
を
防
止
す
る
た
め
に
、
必
要
な
規
制
措
置
を
と
る
国
の
義

務
」
に
言
及
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
二
疋
の
裁
量
は
、
起
訴
政
策
に

つ
い
て
固
ま
た
は
政
府
当
局
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

生
命
権
の
基
本
的
な
性
質
は
、
そ
の
範
囲
を
厳
格
に
制
限
し
て
い

る
。
な
お
、
個
人
の
申
立
の
場
合
に
、
申
立
人
は
、
彼
自
身
が
当

北法49(4・215)983
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局
の
過
失
に
よ
る
被
害
者
で
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
生
命
剥
奪
に
つ
い
て
の
申
立
は
、
生
命
が
奪
わ
れ
た
「
直
接
」

の
被
害
者
に
関
わ
る
「
間
接
」
の
被
害
者
の
場
合
だ
け
に
認
め
ら

れ
う
る

O
R
己
主
ム
∞
・

(
品
)
。
毘
〉
出
「
語
、
S
S
R
-
0・同門
M

ご・

(
刊
)
こ
れ
は
、
生
命
権
の
保
護
と
い
う
よ
り
そ
の
促
進
に
関
わ
り
、

あ
る
い
は
市
民
的
な
権
利
と
い
う
よ
り
社
会
的
な
権
利
の
分
野
に

属
し
て
い
る
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
人
権
裁
判
所
は
、

「
人
権
委
員
会
と
同
じ
よ
う
に
、
条
約
の
解
釈
が
社
会
的
か
つ
経

済
的
な
権
利
の
側
面
ま
で
に
拡
張
し
う
る
と
い
っ
た
単
な
る
事
実

が
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
反
す
る
決
定
的
な
要
素
で
あ
る
べ
き
で

は
な
い
。
条
約
に
よ
っ
て
カ
ヴ
ァ
ー
さ
れ
て
い
る
分
野
か
ら
、
そ

の
側
面
を
切
り
離
す
整
然
と
し
た
区
別
は
、
存
在
し
て
い
な
い
」

と
判
決
し
て
い
る
。
〉
同
『
刊
日
、
〈
・

-
B
E
E
事
件
、
言
、

5
5
8
a
-
民

間

M
即
同
町
凶
目

M
A
M

(叩
)
0
2〉
Z
T
h

氏、5
8ぉ
5場

白

押

N

ご・

(日

)
E当
日
寸
ご
号
、
む
ロ
C
R凶
C
七
・
当
表
面
上
、
こ
の
解
釈
は
、
司

〈
E
E
H穴
と
。
・
出
』
〈
〉

Z
U
E
Z。
。
明
両
氏
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ

て
い
る

(
h
号
、
む
き
B

N

0
・包
M

コ
)
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
生
命

権
に
つ
い
て
の
限
定
解
釈
は
、
第
一
文
が
独
自
の
意
味
を
も
つ
こ

と
に
対
す
る
否
定
に
等
し
く
、
し
か
も
い
く
つ
か
の
事
件
に
お
い

て
第
一
文
が
「
第
二
文
に
お
い
て
包
含
さ
れ
た
も
の
よ
り
幅
広
い

義
務
を
国
に
」
課
し
て
い
る
と
い
う
人
権
委
員
会
の
見
解
に
反
し

て
い
る
。
人
権
委
員
会
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
本
節
註
幻
参
照
。

北法49(4・216)984

第

節

第
二
文
の
「
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」

前
節
で
は
、
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
、
と
く
に
生
命
権
の
保
護
範
囲
に
つ
い
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
判
断
お
よ
び
議
論

を
検
討
し
た
。

本
節
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
の
「
法
律

に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
に
お
け
る
最
小
限
度
の
要
請
で
あ
る
、
第
二
丈

(
l
)
 

の
「
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
に
つ
い
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権

保
障
シ
ス
テ
ム
の
判
断
お
よ
び
議
論
を
考
察
す
る
。

ま
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
「
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
に

違
反
し
た
と
判
断
さ
れ
た
の
石
ヨ
田
〈
・
叶
巴
『
宮
司
事
件
を
含
む
、
関
連
す
る

判
断
(
第
一
款
)
を
、
次
に
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
生
命
の
剥
奪
に

つ
い
て
の
判
断
お
よ
び
議
論
(
第
二
款
)
を
、
さ
ら
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
条
約
第
二
条
の
基
準
(
「
故
意
に
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
)
と
国
際
人
権

規
約

B
規
約
第
六
条
の
基
準
(
「
恋
意
的
に
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
)
と
の

関
連
に
つ
い
て
の
判
断
お
よ
び
議
論
(
第
三
款
)
を
、
最
後
に
、
第
三
者



に
よ
る
生
命
の
剥
奪
に
つ
い
て
の
議
論
(
第
四
款
)
を
考
察
す
る
。

第
一
款

「
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
の
判
断

ヨーロァパ人権条約第2条の生命権について (2) 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
は
、
そ
の
法
文
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た

四
つ
の
例
外
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
正
当
化
さ
れ
な
い
場
合
に
、
実
際
の

生
命
の
剥
奪
に
つ
い
て
法
的
責
任
を
課
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の

(

2

)

(

3

)

 

生
命
の
剥
奪
に
対
す
る
法
的
責
任
は
、
国
(
警
察
官
、
治
安
部
隊
、
刑
務

(4) 

所
の
看
守
等
)
に
よ
る
生
命
の
剥
奪
に
も
適
用
さ
れ
る
。

門リ弓

Ez--4E円

ra事
件

こ
の
事
件
は
、
国
が
生
命
の
剥
奪
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第

二
条
に
違
反
し
た
と
人
権
委
員
会
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
た
唯
一
の
事
件
で

あ
る
。
人
権
委
員
会
は
、
双
方
の
当
事
者
(
キ
プ
ロ
ス
と
ト
ル
コ
)
の
主

張
を
審
理
し
、
得
た
証
拠
を
評
価
し
た
後
、
次
の
よ
う
な
結
論
を
下
し
た
。

す
な
わ
ち
、

「
条
約
第
二
条
第
一
項
第
二
文
は
、
『
何
人
も
、
故
意
に
そ
の
生
命
を
奪

わ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
法
律
で
死
刑
を
定
め
る
犯
罪
に
つ
い
て
有
罪
の
判

決
の
後
に
裁
判
所
の
刑
の
言
い
渡
し
を
執
行
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

は
な
い
』
と
し
て
い
る
。
こ
の
条
文
の
第
二
項
は
、
三
つ
の
場
合
に
お
け

る
生
命
剥
奪
に
つ
い
て
の
例
外
を
含
ん
で
い
る
。
人
権
委
員
会
は
、

票
対
一
票
で
、
多
数
の
事
件
に
お
い
て
ト
ル
コ
に
よ
る
条
約
第
二
条
第
一

項
の
違
反
に
つ
い
て
、
極
め
て
強
い
指
摘
を
行
う
主
張
を
審
査
し
た
。
人

権
委
員
会
は
、
証
拠
の
採
取
を
、
数
少
な
い
目
撃
者
(
一
一
一
人
)
に
つ
い
て

の
審
理
に
限
定
し
、
目
撃
者
に
つ
い
て
の
審
理
の
定
め
ら
れ
た
期
間
中
、

委
員
会
委
員
が
巴
5
事
件
(
巴
g
と
い
う
と
こ
ろ
で
一
二
人
の
キ
プ
ロ
ス

市
民
が
ト
ル
コ
の
軍
隊
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
)
だ
け
に
関
し
て
そ
の
目

撃
者
を
審
理
し
た
。
こ
の
事
件
に
つ
い
て
の
得
た
証
拠
は
、
第
二
条
第
一

項
に
反
し
て
、
隊
長
に
よ
っ
て
命
じ
ら
れ
た
ト
ル
コ
兵
士
に
よ
り
、
巴
5

に
い
た
一
二
人
の
市
民
が
殺
害
さ
れ
た
こ
と
を
証
明
し
た
。
申
立
て
た
政

府
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
殺
害
に
関
し
て
、
詳
細
な
素
材
を

審
査
し
た
う
え
で
、
人
権
委
員
会
は
、
殺
害
が
巴
お
事
件
よ
り
広
い
規

模
で
行
わ
れ
た
十
分
な
証
拠
か
ら
、
一
四
票
対
一
票
で
結
論
を
下
し
た
。

こ
れ
ら
の
生
命
の
剥
奪
は
、
第
二
条
第
一
項
ま
た
は
第
二
項
に
よ
っ
て
正

(5) 

当
化
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

そ
の
う
え
、
人
権
委
員
会
は
、
行
方
不
明
と
宣
告
さ
れ
て
い
た
多
数
の

ギ
リ
シ
ャ
・
キ
プ
ロ
ス
人
が
侵
攻
の
直
後
に
ト
ル
コ
の
軍
隊
に
よ
っ
て
捕

虜
に
さ
れ
て
い
た
と
確
信
し
た
。
人
権
委
員
会
は
、
「
ト
ル
コ
拘
置
所
に

い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
人
々
の
死
に
つ
い
て
の
ト
ル
コ
の
責
任
の

(
6
)
 

推
定
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
が
、
そ
の
判
断
自
体
は
、
そ
れ
ら
の
人
々 四

北法49(4・217)985



研究ノート

の
死
の
事
実
ま
た
は
状
況
に
関
す
る
証
拠
の
欠
知
の
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
第
二
条
の
も
と
に
お
け
る
法
的
責
任
に
関
す
る
い
か
な
る
結

(
7
)
 

論
に
も
達
し
え
な
い
と
判
断
し
た
。

そ
の
他
の
事
件

な
お
、
申
立
人
が
ア
メ
リ
カ
に
引
き
渡
さ
れ
る
場
合
に
、

Q
〉
の
担
当

(8) 

官
が
申
立
人
を
殺
害
す
る
と
主
張
さ
れ
た
、

C
ロ
曲
目
〈
・
∞
5
R
2
E
E
事
件

が
あ
る
。
そ
の
事
実
に
基
づ
い
て
、
逃
亡
犯
罪
者
の
送
還
に
関
し
て
国
が

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
違
反
す
る
状
況
に
お
い
て
、
「
当
事
者

が
殺
さ
れ
る
現
実
の
危
険
に
直
面
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
実
質
的
な
根
拠
が
す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
」
場
合
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
の
締
約
国
が
当
事
者
を
他
の
国
に
強
制
送
還
し
ま
た
は
引
き

渡
す
場
合
、
締
約
国
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
も
と
に
お
い

て
法
的
責
任
が
あ
り
う
る
と
判
断
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
逃
亡
犯
罪
者
を
死

刑
待
ち
現
象
に
直
面
し
う
る
他
の
国
へ
強
制
送
還
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
た

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
の
違
反
に
関
し
て
、
宮
包
括
〈
目

C
E
F
E

E
D加
。
ョ
事
件
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
基
準
で
あ
る
。
こ
の
基
準
は
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
違
反
に
つ
い
て
送
還
国
に
責
任
を
負
わ
せ
る

た
め
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

r
g
a事
件

に
お
け
る
人
権
裁
判
所
の
判
示
は
、
死
刑
を
含
む
も
の
だ
け
に
で
は
な
く
、

強
制
送
還
ま
た
は
引
き
渡
し
さ
れ
た
後
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二

(9) 

条
の
違
反
に
な
る
い
か
な
る
現
実
の
危
険
に
も
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

北法49(4・218)986

第
二
款

故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
る
生
命
の
剥
奪

比
例
原
則

生
命
の
剥
奪
が
違
法
と
な
る
責
任
の
種
類
(
刑
法
、
民
法
)
ま
た
は
そ

の
程
度
(
刑
法
に
お
い
て
、
謀
殺
と
故
殺
な
ど
に
つ
い
て
)
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
第
二
条
に
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
比
例
原
則
に
よ
っ
て
、

例
え
ば
、
軽
率
な
運
転
に
よ
る
過
失
致
死
が
事
前
に
計
画
さ
れ
た
毒
殺
事

件
ほ
ど
厳
し
く
処
罰
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
生
命
の
剥
奪
に
関
す
る
状
況
に

(
山
山
)

応
じ
て
異
な
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
殺
人
の
レ
ベ
ル
に
お
け
る
刑
事
責
任
は
、
一
般
に
、
生
命
の
故

意
剥
奪
に
つ
い
て
要
求
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
固
で
は
、

謀
殺
、
ま
た
は
故
殺
、
少
な
く
と
も
故
意
の
殺
害
に
つ
い
て
だ
け
で
は
な

く
、
お
そ
ら
く
重
大
な
過
失
に
よ
る
殺
害
に
つ
い
て
も
、
刑
罰
を
規
定
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第

二
条
は
、
こ
の
よ
う
な
法
律
規
定
を
要
請
し
て
い
る
。

故
意
に
よ
る
殺
害



ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について (2) 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
最
も
基
本

的
な
原
則
、
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
最
小
限
度
の
要
請
は
、

何
人
も
故
意
に
そ
の
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、

故
意
に
よ
る
殺
害
に
つ
い
て
死
刑
の
適
用
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
お
よ
び

特
定
の
状
況
に
お
け
る
絶
対
に
必
要
な
実
力
の
行
使
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、

と
い
う
一
定
の
留
保
が
条
件
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
。
何
人
に
よ
る
故
意

の
殺
害
(
謀
殺
)
か
ら
も
保
護
す
る
と
い
う
国
の
明
白
か
つ
一
般
的
な
法

的
責
任
を
、
そ
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
二
項
へ
の
適
用
を

別
に
す
れ
ば
、
故
意
に
そ
の
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
と
い
う
原
則
は
、
治
安

(
日
)

部
隊
、
警
察
、
軍
隊
ま
た
は
国
の
秘
密
捜
査
官
に
よ
っ
て
実
行
さ
れ
た
故

意
の
殺
害
に
も
、
当
然
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
容
疑
者
に
対
す
る
略
式

の
処
刑
に
せ
よ
、
ま
た
は
政
治
上
の
反
対
を
一
掃
し
、
テ
ロ
行
為
も
し
く

は
ス
パ
イ
行
為
を
含
ん
で
い
る
犯
罪
を
予
防
し
ま
た
は
そ
れ
と
戦
う
た
め

に
せ
よ
、
ま
た
は
安
全
地
帯
へ
の
立
ち
入
り
を
禁
じ
る
た
め
に
せ
よ
、
そ

れ
ら
は
、
生
命
権
に
対
す
る
明
白
な
侵
害
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
第
二
条
の
違
反
に
つ
い
て
、
も
し
何
ら
か
の
問
題
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
お
よ
び
法
律
の
生
命

権
保
護
に
つ
い
て
の
法
的
な
解
釈
の
問
題
で
は
な
く
、
殺
害
す
る
意
図
を

も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
、
ま
た
は
生
命
の
喪
失
に
か
か
わ
る
行
方
不
明
の

(
は
)

場
合
の
事
実
と
証
拠
に
つ
い
て
の
認
定
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

過
失
に
よ
る
殺
害

過
失
に
よ
る
殺
害
に
つ
い
て
、
人
権
委
員
会
に
よ
っ
て
審
査
さ
れ
た
い

く
つ
か
の
事
件
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
て
項
第
一
文
が
、

過
失
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
死
に
対
し
て
適
用
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
ど

の
程
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
か
と
い
っ
た
重
大
な
問
題
を
提
起
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
〉
回
開
。
己
邑

S
×〈
-
m
三円
N
R
E
E
事
件
に
お
い

て
、
国
の
公
的
な
予
防
接
種
制
度
の
運
用
に
関
し
て
、
国
が
死
を
生
じ
さ

せ
た
い
か
な
る
過
失
に
つ
い
て
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
も

と
に
お
い
て
国
は
法
的
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
か
を
判
断
し
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
二
文
が
何
人
も
「
故
意
に
そ

の
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
:
・
裁
判
所
の
刑
の
言
い
渡
し
を
執
行

す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
た
め
に
、
次
の

よ
う
な
反
対
解
釈
が
主
張
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、

E
2一
塁
事
件
に
お
い

て
、
連
合
王
国
政
府
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
は
、
生
命
を
故
意

に
奪
、
つ
場
合
に
の
み
か
か
わ
っ
て
お
り
、
故
意
で
は
な
い
殺
害
を
禁
じ
て

(
日
)

い
な
い
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
解
釈
は
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
一
文
の
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」

と
い
う
要
請
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

権
条
約
第
二
条
第
一
項
第
」
文
が
第
二
丈
以
上
の
も
の
を
要
請
し
て
い
な

(
は
)

い
と
す
れ
ば
、
第
一
文
は
不
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
人
権
委
員
会
は
、
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主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
二
項
の
も
と
に
お
い
て
認
め
ら
れ

た
実
力
の
行
使
の
制
限
に
関
す
る
事
件
に
お
い
て
、
過
失
ま
た
は
偶
発
的

な
行
為
に
は
適
用
さ
れ
な
い
と
い
う
議
論
と
は
異
な
る
解
釈
を
既
に
採
用

し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
第
二
条
の
法
文
は
、
全
体
と
し
て
解
す
る
と
、
第

二
項
は
、
個
人
を
故
意
に
殺
す
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
状
況
を
主
と
し
て
規

定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
実
力
行
使
の
不
本
意
な
結
果
と
し
て
生
命
の

剥
奪
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
「
実
力
を
行
使
す
る
』
こ
と
が
認
め
ら
れ

(
日
)

う
る
状
況
を
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
と
判
断
さ
れ

た
。
し
た
が
っ
て
、
故
意
の
殺
害
だ
け
で
は
な
く
過
失
に
よ
る
殺
害
も
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
に
違
反
し
う
る
の
で
あ
り
、
ま
た
は
よ
り
正
確

に
い
え
ば
、
法
律
は
そ
の
よ
う
な
死
か
ら
人
を
保
護
す
る
べ
き
で
あ
り
、

法
律
が
違
反
さ
れ
て
い
る
場
合
、
対
応
措
置
を
用
意
す
べ
き
で
あ
る
と
い

(
凶
)

う
議
論
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

法
の
一
般
原
則

さ
ら
に
、
「
法
の
一
般
原
則
」
に
照
ら
し
て
、
条
約
に
お
い
て
言
及
さ

れ
て
い
る
明
白
な
場
合
を
除
い
て
、
い
か
な
る
「
殺
す
権
利
」
も
存
在
し

(
口
)

え
な
い
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
o

た
と
え
正
当
防
衛
の
た
め
で
あ
る

と
警
察
ま
た
は
そ
の
他
の
治
安
部
隊
に
よ
っ
て
訴
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て

も
、
そ
の
殺
害
は
、
厳
格
か
つ
徹
底
的
に
審
査
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

こ
の
原
則
は
、
た
と
え
ば
、
警
察
ま
た
は
そ
の
他
の
治
安
部
隊
が
誤
っ
た

判
断
を
下
し
ま
た
は
誤
解
が
あ
っ
た
場
合
に
、
警
察
も
し
く
は
治
安
部
隊

に
よ
る
故
意
の
実
力
行
使
に
関
し
て
、
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
解
さ

れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
第
二
条
第
一
項
第
二
丈
に
つ
い
て

の
解
釈
は
、
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
」
の
不
可
欠
か
つ
必
要
な
一

部
分
と
し
て
、
第
一
文
に
関
連
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
正
当
防
衛
ま
た
は
法
の
執
行
に
基
づ
く
警

察
も
し
く
は
治
安
部
隊
に
よ
る
殺
害
を
厳
格
か
つ
徹
底
的
に
審
査
す
る
、

と
い
う
第
二
条
第
一
項
第
二
丈
に
つ
い
て
の
最
小
限
度
の
解
釈
と
は
違
っ

て
、
第
二
条
第
一
項
第
一
文
は
、
第
二
項
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
一
二

つ
の
状
況
だ
け
で
は
な
く
、
事
件
の
重
要
性
、
た
と
え
ば
、
恋
意
性
に
関

わ
る
事
件
に
お
い
て
、
第
二
条
全
体
の
適
用
可
能
性
を
広
げ
う
る
も
の
で

(
凶
)

あ
る
。
こ
の
点
と
の
関
連
で
、
以
下
で
は
、
国
際
人
権
規
約

B
規
約
第
六

条
の
「
恋
意
的
に
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
と
い
う
国
際
的
基
準
と
の
異
同

に
つ
き
、
検
討
し
て
み
よ
う
。
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第

款

「
恋
意
的
に
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
基
準

と
の
異
同

「
恋
意
的
に
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
基
準
に
つ
い
て
、
何
が
「
恐
意
的
」



ヨーロッパ人権条約第2条の生命権について (2) 

で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
最
も
困
難
な
点
で
あ
る
か
も
し
れ

(
ゆ
)

な
い
。
こ
こ
に
い
う
「
恋
意
的
に
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
基
準
に
関
連
す

る
複
雑
な
問
題
は
、
国
際
人
権
規
約

B
規
約
第
六
条
の
も
と
に
お
い
て
既

に
起
こ
っ
て
い
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
国
際
人
権
規
約

B
規
約
第
六
条
は

「
故
意
に
」
で
は
な
く
「
恐
意
的
に
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
第
二
条
の
よ
う
な
明
白
な
例
外
の
列
挙
を
行
っ
て
い
な
い
。

一
見
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
相
違
が
重
要
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
実

際
の
適
用
に
お
い
て
は
、
さ
ほ
ど
の
違
い
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え

ば
、
警
告
ま
た
は
自
首
の
機
会
な
し
に
テ
ロ
の
容
疑
者
を
殺
害
す
る
こ
と

(
初
)

は
、
国
際
人
権
規
約
B
規
約
第
六
条
に
違
反
す
る
恋
意
的
な
行
為
で
あ
り
、

(
幻
)

逮
捕
さ
れ
た
政
敵
の
略
式
処
刑
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
、
規
約
人
権
委
員

会
は
、
固
に
そ
の
治
安
部
隊
を
統
制
す
る
義
務
が
あ
り
、
行
方
不
明
に
対

(
勾
)

し
で
も
法
的
責
任
を
負
い
う
る
こ
と
を
も
述
べ
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
「
恋
意
的
に
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
基
準
へ
の
適
用
例
に
つ
い
て
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
は
、
と
く
に
そ
の
第
二
条
第
二
項
の
例
外
の
制
約
に
つ

い
て
、
や
は
り
議
論
の
余
地
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

条
約
第
二
条
第
二
項
の
例
外
に
対
す
る
ほ
ん
の
一
部
の
制
約
(
こ
れ
が

「
恋
意
的
に
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
基
準
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
)
だ
け
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
テ
口
容
疑
者
の
三
人

が
ジ
プ
ラ
ル
タ
ル
に
お
い
て
殺
害
さ
れ
た
こ
と
に
関
連
す
る
玄

n
n
g
p

2
5
=
g
a
r
s
m
m
〈
岳
町
ピ
ロ
巴
包
古
口
開
号
ヨ
事
件
に
お
い
て
適
用
さ
れ

た
。
そ
の
事
件
に
つ
い
て
、
人
権
裁
判
所
は
、
テ
ロ
容
疑
者
が
ジ
ブ
ラ
ル

タ
ル
に
侵
入
す
る
こ
と
を
防
止
し
な
か
っ
た
と
い
う
連
合
王
国
政
府
の
決

定
、
連
合
王
国
政
府
の
公
安
当
局
が
い
く
つ
か
の
側
面
に
お
い
て
得
ら
れ

た
情
報
が
誤
り
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
十
分
な
酪
酌
を
行
え
な
か
っ
た
こ

と
、
お
よ
び
兵
士
達
が
死
に
至
ら
せ
る
実
力
に
依
存
し
、
白
発
的
に
発
砲

し
た
こ
と
な
ど
の
連
合
王
国
政
府
の
行
動
に
つ
い
て
の
恋
意
性
に
留
意
し

な
が
ら
、
「
条
約
第
二
条
に
つ
い
て
の
違
反
が
あ
っ
た
こ
と
」
を
判
決
し

(
幻
)

た
が
、
「
恋
意
的
に
生
命
を
奪
わ
れ
な
い
」
基
準
か
、
ま
た
は
他
の
基
準

を
も
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
第
二
項
の
例
外
に
つ
い
て
の
制

約
を
明
ら
か
に
す
る
か
は
、
将
来
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保
障

シ
ス
テ
ム
の
重
大
な
課
題
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
四
款

第
三
者
に
よ
る
生
命
の
剥
奪

警
察
官
や
治
安
部
隊
で
は
な
く
、
第
三
者
(
私
人
)
に
よ
っ
て
生
命
が

脅
威
に
さ
ら
さ
れ
ま
た
は
奪
わ
れ
た
と
き
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の

人
権
保
障
シ
ス
テ
ム
が
第
三
者
に
対
す
る
管
轄
権
を
有
し
な
い
と
い
う
対

人
管
轄
の
理
由
で
適
用
で
き
な
い
か
ど
う
か
、
ま
た
は
国
に
間
接
の
法
的

責
任
が
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
起
こ
り
う
る
。
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(M) 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
は
、
第
三
者
に
よ
る
生
命
の
剥
奪
に
対

し
て
、
締
約
国
に
法
的
責
任
を
課
さ
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
間
接
の
法
的
責
任
を
課
す
と
い
う
立
場
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権

条
約
第
二
条
の
適
用
に
つ
い
て
の
出
発
点
に
も
な
り
う
る
。
た
だ
し
、
こ

の
よ
う
な
場
合
に
お
け
る
締
約
国
の
義
務
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第

二
条
第
一
項
第
一
文
に
調
和
す
る
法
的
保
護
の
存
在
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

主
な
例
と
し
て
は
、
生
命
の
故
意
剥
奪
が
認
め
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
と
い

う
法
律
に
よ
り
要
請
さ
れ
て
い
る
保
護
の
最
小
限
度
の
も
の
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
生
命
の
故
意
剥
奪
に
つ
い
て
の
違
反
は
、
国
の
保
護
が
欠

け
て
い
た
こ
と
に
よ
る
場
合
に
の
み
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
の
人
権
保

障
シ
ス
テ
ム
に
対
し
て
訴
え
ら
れ
、
そ
の
申
立
は
、
締
約
国
が
負
っ
て
い

る
法
的
責
任
の
範
閤
内
で
の
作
為
と
不
作
為
だ
け
に
対
し
て
行
わ
れ
う
る
。

そ
の
原
則
は
、
た
と
え
ば
、
私
人
に
よ
っ
て
結
成
さ
れ
た
処
刑
隊
お
よ
び

武
装
さ
れ
た
自
警
団
に
対
す
る
締
約
国
の
寛
容
に
も
、
適
用
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
い
く
つ
か
の
国
で
は
、
一
般
に
テ
ロ
行
為
と
称
さ
れ
て
い
る
、

政
府
と
対
立
す
る
政
治
目
的
を
有
す
る
集
団
か
ら
の
暴
力
に
よ
っ
て
、
し

か
も
そ
れ
に
応
ず
る
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
、
人
命
が
脅
威
に
さ
ら
さ
れ

て
い
る
。
テ
ロ
行
為
ま
た
は
政
府
に
よ
る
鎮
圧
行
動
は
、
多
く
の
側
面
を

有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
政
府
当
局
側
の
実
力
は
、
常
に
法
の
執
行

に
の
み
関
連
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

暴
動
お
よ
び
反
乱
に
対
す
る
鎮
圧
は
、
徐
々
に
緊
急
事
態
ま
た
は
内
戦
の

状
況
を
導
き
う
る
。
緊
急
事
態
に
関
す
る
法
律
ま
た
は
武
力
衝
突
に
関
す

る
法
律
は
、
生
命
権
を
保
護
す
る
こ
と
を
も
求
め
て
い
る
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
権
条
約
の
締
約
国
は
、
そ
の
権
威
に
挑
戦
す
る
実
力
に
よ
っ
て
起
こ

さ
れ
た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
生
命
の
喪
失
の
た
め
に
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

第
二
条
の
も
と
に
お
い
て
、
一
般
に
は
法
的
責
任
を
負
わ
さ
れ
る
は
ず
は

(
お
)

な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
述
の
玄
去
の

g
口
事

件
に
つ
い
て
の
人
権
裁
判
所
の
判
断
は
、
こ
の
指
摘
の
趣
旨
と
異
な
っ
て

い
る
。
そ
の
事
件
に
つ
い
て
の
人
権
裁
判
所
の
判
決
で
は
、
締
約
国
は
テ

ロ
リ
ス
ト
の
生
命
権
を
も
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
断
が
示
さ
れ
た
。

ま
た
、
治
安
部
隊
と
テ
ロ
リ
ス
ト
の
銃
撃
戦
で
テ
ロ
リ
ス
ト
の
撃
っ
た
流

れ
弾
が
市
民
に
当
た
っ
た
場
合
、
締
約
国
が
間
接
の
責
任
を
負
う
か
ど
う

か
の
点
に
つ
い
て
、
「
原
則
と
し
て
、
間
接
の
責
任
さ
え
も
な
い
」
と
い

(
お
)

う
指
摘
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
生
命
権
が
「
法
律
に
よ
っ
て
保
護

さ
れ
る
」
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
要
請
が
あ
る
の
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
締
約
国
は
、
国
の
故
意
・
過
失
に
よ
り
生
命
を
奪
わ
れ
た

の
で
は
な
い
場
合
に
、
い
か
な
る
法
的
責
任
を
も
負
わ
な
く
て
も
よ
い
と

考
え
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
前
述
の
二
つ
の
点
と
異
な
っ
た
文

脈
に
お
い
て
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
殺
害
か
ら
の
護
衛
に
関
し
て
、
国
に
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対
し
て
保
護
を
求
め
る
場
合
に
、
人
権
委
員
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条

約
第
二
条
は
、
「
不
特
定
の
期
間
に
つ
い
て
の
保
護
を
国
に
課
し
て
い
な

い
」
と
判
断
し
て
い
る
。

ヨーロッパ人権条約第 2条の生命権について(2)

第
二
章
第
二
節
註

(
1
)
こ
こ
で
は
第
二
条
第
一
項
第
二
丈
の
「
故
意
に
生
命
を
奪
わ
れ

な
い
」
に
考
察
の
範
囲
を
限
定
し
、
死
刑
に
つ
い
て
の
但
書
規
定

は
、
本
稿
の
第
四
章
に
お
い
て
扱
う
。

(
2
)
た
と
え
ば
、
の
〈
-
∞
何
百
-
E
B
事
件
(
〉
3
・
2
0
・
M
斗
凶
∞
B
a
a
-

ロ
E『・

の。ョヨ岨ロ出-MN・
J
R
-

∞
・
開
口
戸
内
。
Z
〈
。
Z
国
-
m
コ
品
(
3
a
A
W
)
)
・

(3)
臼
お
君
主
〈
-
E
5
a
E
ロ
m
E
B
事
件
(
〉
宅
Z
0
・
5
0主
ぬ

Y
這

開
局
・
の
。
ョ
s
d
z
-
m
・
0
開nhwm開司・-aN(】甲山ロ))・

(
4
)
×
〈
-
C
E
a
E
S
品
。
ョ
事
件
(
〉
宅
-
Z
0
・
S
S淫
Y
M
品
開
日
・

向
。
日
s
e
E
出
・
河

-UR-
持
河
号
お
2
3
0
)
)
(司
自

i

芝
居
量
刑
務
所
の

看
守
は
殺
人
が
許
可
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約

第
二
条
に
違
反
し
て
い
る
と
の
主
張
が
却
下
さ
れ
た
事
件
)

0

(
5
)
〉
宅
-
Z
0
・
2
g
ミ
品
持
$
凶
。
ミ
u
(
第
一
と
第
二
の
申
立
)
、
品

開
巴
『
-
n
c
B
B
a
口
出
-
M
N
・
開
巴
同
-
z
m
m巴
Y

品
M
W
M
合
唱
、
示
)
一
関
口
同
-
n
O
B
B
.
=

z
m
-
n
。
玄
目
閉
山
昭
二
担
門
出
us
出
品
・
一
九
七
九
年
に
閣
僚
委
員
会
は
、

人
権
委
員
会
の
報
告
書
に
留
意
し
、
「
キ
プ
ロ
ス
で
起
こ
っ
た
事

件
が
条
約
の
違
反
を
構
成
す
る
」
と
判
断
し
た
。
の
玄
E
w
∞
・
ロ
司

令
由
)
咽
良
一
そ
の
判
断
は
人
権
委
員
会
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
ヨ

l

ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
二
条
の
違
反
を
含
ん
で
い
た
。

(6)
拘
置
所
で
起
こ
っ
た
死
に
つ
い
て
の
責
任
の
推
定
と
比
較
す
る

と
、
↓
。
5
2
〈
a
p
g
n
m
事
件
(
匡
ナ
〉
伺
ロ
『
・

0
・
z
-
m
・
3
2〉
)

(
-
3
M
)
)
に
お
い
て
、
人
権
裁
判
所
は
、
被
告
国
が
警
察
の
拘
置

所
に
お
け
る
負
傷
を
説
明
し
え
な
い
こ
と
を
強
調
し
た
と
同
時
に
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
第
三
条
の
違
反
を
判
示
し
た
。

(
7
)
こ
れ
は
、
人
権
委
員
会
が
ギ
リ
シ
ャ
・
キ
プ
ロ
ス
の
捕
虜
を
拘

置
す
る
場
所
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
を
ト
ル
コ
に
よ
っ
て
拒
否
さ

れ
た
と
い
っ
た
部
分
的
な
理
由
か
ら
生
じ
た
。
開
F
H

『・門リ。55.ロ

戸
刃
向
。
z
-
E
凶
司
J

h

吾
、
ロ
ロ
。
門
町
凶
咽
包
凶
岩
・
ト
ル
コ
政
府
は
、
い
か
な

る
殺
害
の
主
張
に
応
答
す
る
の
を
も
拒
否
し
た
。
の
石
E
∞
〈
-

叶
巴
円
宮
司
(
第
三
の
申
立
)
(
〉
宅
a
z
o
-
g
ミ
ミ
叶
・
5
E
『
-
G
E
E
-
=

z-m・開白田・ZEMN-mEV・UCAW-凶岱()(-甲∞凶))・

(
8
)
p
m
Z
E
即
日
〈
∞
ヨ
ロ
g
g
E
事
件
(
〉
署
-
Z
0
・
斗
凶
コ
ヨ
・
品
開
g

円リOBB.=国-m-。間角川・待問開閉》.-hp】(]唱吐血))・

(9)
日
常
的
。
包
口
問
〈
-
C
呂
町
品
目
=
明
。
ョ
事
件
(
-
a
-
m
E
『
・
門
戸
田
河

3
2
・
〉
)
(
芯
∞
申
)
)

(叩
)
0
・
』
巴
〉
問
問
問
的
同
司
〉
「
・
・
「
〉
君
。
明
、
同
国
岡
山
開
己
問
。
司
問
〉
Z
内
O
Z
〈
思
2
5
z

。
Z
国
己
玄
〉
z
m
-
o
z
吋
印
凶
∞
(
-
喧
喧
凶
)
・

(
日
)
こ
れ
は
、
玄
円
門
U
m
g
p
-
u白同
4
n
z
h
w
邑
出
血
否
問
問
〈
・
円
z
m
C
2
5
色
白
ロ
加
『

a
o
B
事
件
(
〉
3
・
z
o
-
-
器
全
唱
ケ
恒
男
。
。
5
5
d
z
-
m
-

【

UO三
-
m司よ

回
目
宮
岡
田
N
凶
凶
(
S
E
)
)
に
お
い
て
主
張
さ
れ
表
面
化
し
た
も
の
で
、

テ
口
容
疑
者
の
三
人
が
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
に
お
い
て
殺
害
さ
れ
た
こ
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研究ノート

と
に
関
連
す
る
。
こ
の
事
件
に
関
し
て
、
本
稿
の
第
三
章
に
お
い

て
詳
し
く
取
り
扱
、
っ
。

(
ロ
)
叶
O
間
関
戸
。
混
〉
戸
回
出
向

S
F
H
S
P
H
F
H
d
E
尽
き
吊
〉
Z

印
45↓
巴
三
官
。
同
叶
国
間
可
問
。
↓
貝
U

J『

5
z
。
明
白
巴
玄
〉
zm-。出同，
MM-M(m-
回同・

』・

7
由
回
口
己
。
口
同
}
円
四
伺
丹
田
戸
伺
円
山
田
・
・
-
由
也
凶
)

(
日
)
こ
の
議
論
は
、

2
2
E
〈
-
C
E
円
色
白

=105
事
件
に
お
い
て
、

連
合
王
国
政
府
に
よ
り
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
×
〈
・
回
目
r
t
z
E

事
件
(
〉
宅

-
z
o
S∞
∞
訟
少
口
開
R
P
E
E
d
出

m-dヘ
切
開
口
問
-

n。
Z
〈
。
Z
国

-m・
3
N
(
3
S
)
)
に
お
い
て
は
、
文
理
解
釈
に
基
づ

き
、
人
権
委
員
会
に
よ
る
初
期
の
判
断
に
よ
っ
て
も
支
持
さ
れ
た
。

(凶
)

O
司凶〉百ふ

=MME口
。

5
-
M・2
N
-
A
H
・

(
M
M
)
g
g
E
〈

E
-
E
E
=
1
0
B
事
件
、
同

2Hussg
凶
唱
恒
二
$
'
コ
-
-

(
ぱ
山
)
。
司
印
〉
出
「

=huEEos-Me
民

ME-

(
げ
)
出
〉
間
回
目
印
司
〉
「
量
、
E
5
5
5
4
己
主
-

(
日
山
)
。
沼
〉
回
目
LLzhuS口
。

g
-
N叫民
NE-

(
凶
)
こ
の
概
念
に
関
す
る
研
究
は
、
の
・
内
回
。

JRE-
呂
町
号
、
ミ
ミ
ミ

み
ら
む
ミ
ミ
む
さ
立
て
aHhbs
ミ
a
p
H
F
S
回・。・閉山〉去の甲山
hpptze.2開

E
の
Z
4
8
E開
芝
目
玉
巴
空
包
。

Z〉
円
「
2
M
Mア
留
品
(
】
唱
∞
凶
)
に
お

い
て
、
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
叶
甲
山
。
玄
〉
印

U
E
n
z
h
4志
向
き
門
司
、
H

bsえ
』
)
同
室
内
認
と

S

A『
HE内
~
S
F
H『

bh-M町
「

g
n同色ミ
h
E
E
S吋同
bH芯
司

b~

h
H
S
§
ミ
h
a辺
氏

s
h
z
Rヨ
ミ
H
Sミ

s
h
H
内ロ語、
bgHhて同

b
ミ
旬
、
ミ
・

母、
H

門
主
凶
a
O
N
c
m〈

-
C
M
5斗
(
3∞
凶
)
に
お
い
て
は
、
①
囲
内
法
に

お
け
る
「
恋
意
的
」
の
概
念
、
②
「
恋
意
的
」
の
概
念
に
つ
い
て
の

国
際
的
次
元
、
③
「
非
合
法
」
か
っ
「
不
正
義
」
を
意
味
す
る
「
怒

意
的
」
、
お
よ
び
④
基
本
的
正
義
の
原
理
と
し
て
の
「
同
等
原
則
」

と
「
比
例
原
則
」
、
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
④

に
つ
い
て
は
、
基
本
的
正
義
の
原
理
と
し
て
の
「
同
等
原
則
」
と

「
比
例
原
則
」
と
い
う
こ
つ
の
原
則
は
、
国
の
行
為
お
よ
び
国
家

権
力
に
よ
っ
て
遵
守
さ
れ
る
政
策
と
手
続
を
正
当
化
し
う
る
、
動

機
ま
た
は
目
的
を
決
定
す
る
た
め
の
法
原
則
と
し
て
、
国
際
法
の

分
野
に
あ
る
。
も
し
特
定
の
「
同
等
」
の
権
利
が
「
比
例
」
の
手

段
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
一
般
的
に
「
絶
対
に
必
要
」
で
あ
る

実
力
の
行
使
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
な
ら
ば
、
生
命
権
に
対
す
る

制
限
は
、
「
不
正
義
」
ま
た
は
「
不
適
正
」
で
は
な
い
。
こ
の
制
限

は
、
自
己
保
全
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
通
常
の
手
段
が
尽
く
さ
れ

な
い
限
り
、
「
必
要
の
場
合
」
に
な
ら
な
い
。
同
等
の
権
利
は
、
自

分
以
外
の
個
人
ま
た
は
民
族
も
し
く
は
国
を
形
成
す
る
複
数
の
個

人
の
場
合
、
「
生
命
」
の
保
護
だ
け
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
財
産
を
守
り
ま
た
は
国
の
栄
誉
を
守
る
た
め
に
人
を
殺
す

こ
と
は
、
正
当
化
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
死
に
至
ら
せ
る
実

力
の
行
使
は
、
個
人
・
集
団
の
正
当
防
衛
お
よ
び
他
人
の
生
命
の

防
衛
に
つ
い
て
の
場
合
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
正
当
防
衛

な
ど
の
目
的
以
外
の
生
命
剥
奪
を
禁
止
し
な
い
こ
と
お
よ
び
実
力

の
行
使
、
と
り
わ
け
、
過
度
の
、
比
例
的
で
は
な
い
も
の
を
制
限

し
な
い
こ
と
は
、
基
本
的
正
義
の
原
理
に
違
反
し
、
し
た
が
っ
て
、

恋
意
的
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
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